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〔
商
法
四
八
六
〕
プ
ロ
野
球
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
商
業
的
利
用
権
（
パ
ブ

リ
シ
テ
ィ
権
）
が
統
一
契
約
書
一
六
条
に
よ
り
プ
ロ
野
球
球

団
に
独
占
的
に
使
用
許
諾
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
事
例

判例研究

〔
判
示
事
項
〕

一
統
一
契
約
書
が
制
定
さ
れ
た
昭
和
二
六
年
当
時
、
選
手
の
氏
名

及
び
肖
像
の
利
用
の
方
法
に
つ
い
て
、
専
ら
宣
伝
の
た
め
に
用
い
る

方
法
と
、
商
品
に
付
し
て
顧
客
吸
引
に
利
用
す
る
方
法
と
を
明
確
に

峻
別
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
く
、
「
宣
伝
目
的
」
か
ら
選
手
の
氏

名
及
び
肖
像
の
商
業
的
使
用
な
い
し
商
品
化
型
使
用
の
目
的
を
除
外

し
た
と
す
る
事
情
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ニ
野
球
カ

l

ド
等
に
つ
い
て
、
長
き
に
わ
た
り
選
手
は
自
ら
の
氏

名
及
び
肖
像
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
示
又
は
黙
示
に
許
容
し
て
き

た
の
で
あ
っ
て
、
本
件
契
約
条
項
に
よ
り
、
商
業
的
使
用
な
い
し
商

＼
東
京
地
裁
平
成
一
八
年
八
月
一
日
判
決
〆

『
平
成
一
七
年
（
ワ
）
一
一
八
二
六
号
肖
像
権
に
基
づ
く
－

－
使
用
許
諾
権
不
存
在
確
認
請
求
事
件
－

／
判
時
一
九
五
七
号
一
一
六
頁
、
控
訴
、

品
化
型
使
用
の
場
合
を
含
め
、
球
団
な
い
し
プ
ロ
野
球
の
知
名
度
の

向
上
に
資
す
る
目
的
の
下
で
、
選
手
が
球
団
に
対
し
て
そ
の
氏
名
及

ぴ
肖
像
の
使
用
を
独
占
的
に
許
諾
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
。球

団
が
所
属
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
使
用
を
許
諾
し
た
こ
と

に
よ
り
受
け
た
使
用
料
の
当
該
選
手
へ
現
実
に
分
配
金
が
支
払
わ
れ

て
お
り
、
ま
た
、
選
手
ら
が
球
団
と
個
別
に
又
は
集
団
で
交
渉
す
る

こ
と
に
よ
り
、
使
用
料
分
配
率
の
増
額
変
更
を
実
現
す
る
余
地
も
あ

り
得
る
も
の
と
解
さ
れ
、
本
件
契
約
条
項
は
不
合
理
で
あ
る
と
ま
で

は
い
い
難
い
。
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〔
参
照
法
令
〕

民
法
九
O
条

〔
事
実
の
概
要
〕

X
ら
は
、

Y

ら
に
所
属
す
る
現
役
の
プ
ロ
野
球
選
手
で
あ
る
。
X

ら
は
、
我
が
国
の
プ
ロ
野
球
二
一
球
団
に
所
属
す
る
日
本
人
選
手
全

員
と
一
部
の
外
国
人
選
手
か
ら
構
成
さ
れ
る
労
働
組
合
で
あ
る
日
本

プ
ロ
野
球
選
手
会
（
以
下
「
選
手
会
」
と
い
う
。
）
に
加
入
し
て
い

る
。Y

ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
野
球
競
技
の
興
業
等
を
目
的
と
す
る
株
式
会

社
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
野
球
球
団
を
運
営
し
て
い
る
。

V剖
な
い
しV
M（
高
橋
由
伸
、
上
原
浩
治
、
二
岡
智
宏
、
阿
部
慎
之

助
）
は
も
（
株
式
会
社
読
売
巨
人
軍
）
に
、
忘
な
い
し
お
（
宮
本
慎

也
、
度
会
博
文
、
五
十
嵐
亮
太
、
古
田
敦
也
）
は
も
（
株
式
会
社
ヤ

ク
ル
ト
球
団
）
に
、
V
Mな
い
し

L

（
鈴
木
尚
典
、
三
浦
大
輔
、
相
川

亮
二
）
は
も
（
株
式
会
社
横
浜
ベ
イ
ス
タl
ズ
）
に
、
L
な
い
し

L

（
井
端
弘
和
、
岩
瀬
仁
紀
、
福
留
孝
介
、
森
野
将
彦
）
は
も
（
株
式

会
社
中
日
ド
ラ
ゴ
ン
ズ
）
に
、
V剖
な
い
しL
（
今
岡
誠
、
赤
星
憲
広
、

福
原
忍
、
演
中
治
）
は
巴
（
株
式
会
社
阪
神
タ
イ
ガ

l

ス
）
に
、
あ

な
い
し
あ
（
黒
田
博
樹
、
新
井
貴
浩
、
小
山
田
保
裕
）
は
芯
（
株
式

会
社
広
島
東
洋
カ
l
プ
）
に
、
V
Mない
し
v
M（
小
笠
原
道
大
、
金
子

誠
、
金
村
瞬
、
木
元
邦
之
）
は
わ
（
株
式
会
社
北
海
道
日
本
ハ
ム
フ ア

イ
タ

l

ズ
）
に
、
v
M及
ぴ
V
M
（
松
坂
大
輔
、
星
野
智
樹
）
は
お

（
株
式
会
社
西
武
ラ
イ
オ
ン
ズ
）
に
、
あ
な
い
し
あ
（
小
林
雅
英
、

福
浦
和
也
、
渡
辺
俊
介
）
は
お
（
株
式
会
社
千
葉
ロ
ッ
テ
マ
リ

l
ン

ズ
）
に
、
あ
な
い
し
あ
（
川
越
英
隆
、
阿
部
真
宏
、
高
木
康
成
）
は

も
（
オ
リ
ッ
ク
ス
野
球
ク
ラ
ブ
株
式
会
社
）
に
所
属
し
て
い
る
。

も
な
い
し
も
は
セ
ン
ト
ラ
ル
野
球
連
盟
（
以
下
「
セ
・
リ

l

グ
」

と
い
う
。
）
を
、
わ
な
い
し
も
、
A

（
株
式
会
社
楽
天
野
球
団
）
、B

（
福
岡
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
ホ
l

ク
ス
株
式
会
社
）
は
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
野

球
連
盟
（
以
下
「
パ
・
リ
l

グ
」
と
い
う
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
構
成
し

て
い
る
（
以
下
、
Y
ら
並
び
に
A
及
び
B

の
各
社
を
単
に
「
球
団
」
、

こ
れ
ら
の
球
団
を
併
せ
て
「
プ
ロ
野
球
二
一
球
団
」
と
い
う
こ
と
が

あ
る
。
）
。
そ
し
て
、
セ
・
リl
グ
、
パ
・
リ
l

グ
及
び
こ
れ
ら
を
構

成
す
る
プ
ロ
野
球
一
二
球
団
は
、
日
本
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
野
球

協
約
（
以
下
「
野
球
協
約
」
と
い
う
。
）
一
条
に
基
づ
い
て
設
立
さ

れ
た
、
法
人
格
な
き
社
団
で
あ
る
日
本
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
野
球

組
織
（
以
下
「
N
P
B

」
と
い
う
。
）
を
構
成
し
て
い
る
。

社
団
法
人
日
本
野
球
機
構
（
以
下
「
野
球
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、

我
が
国
に
お
け
る
野
球
水
準
を
高
め
、
こ
れ
を
普
及
し
て
国
民
生
活

の
明
朗
化
と
文
化
的
教
養
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
野
球
を
通
し

て
ス
ポ
ー
ツ
の
発
展
に
寄
与
し
、
我
が
国
の
繁
栄
と
国
際
親
善
に
貢

献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
年
）
三
月
一
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日
に
設
立
さ
れ
た
社
団
法
人
で
あ
っ
て
、
球
団
問
の
試
合
日
程
の
編

成
や
野
球
試
合
の
主
催
等
の
事
業
を
行
い
、
プ
ロ
野
球
一
二
球
団
が

そ
の
会
員
と
な
っ
て
い
る
。

野
球
協
約
は
、
セ
・
リ
l

グ
、
パ
・
リ
l

グ
及
び
各
構
成
球
団
が

N
P
B

を
結
成
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
の
団
体
の
間
で
、
〔
一
〕

我
が
国
の
野
球
を
不
朽
の
国
技
に
し
、
野
球
が
社
会
の
文
化
的
公
共

財
と
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
野
球
の
権
戚
及
び
技
術
に

対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
す
る
こ
と
、
〔
二
〕
我
が
国
に
お
け
る

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
野
球
を
飛
躍
的
に
発
展
さ
せ
、
も
っ
て
世
界

選
手
権
を
争
う
こ
と
、
〔
一
二
〕
所
属
団
体
及
び
個
人
の
利
益
を
保
護

助
長
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
（
三
条
）
、
定
め
ら
れ
た
協
約
で
あ

る
。
ま
た
、
野
球
協
約
は
、
球
団
が
所
属
す
る
選
手
と
の
問
で
野
球

選
手
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、
実
行
委
員
会
が
定
め
る
統
一
契

約
書
に
よ
る
こ
と
（
四
五
条
一
項
、
四
六
条
）
及
び
統
一
契
約
書
の

条
項
は
契
約
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
っ
て
も
変
更
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
こ
と
（
四
七
条
一
項
）
を
定
め
、
参
稼
報
酬
額
や
特
約
条
項
を

除
い
て
、
球
団
が
選
手
と
基
本
的
に
同
一
の
約
定
で
契
約
す
る
こ
と

を
確
保
し
て
い
る
。

統
一
契
約
書
二
九
条
で
は
、
球
団
及
び
構
成
す
る
選
手
が
、
野
球

協
約
を
諒
承
し
か
っ
従
う
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
。
な
お
、
同
契
約

書
二
条
は
、
各
球
団
と
所
属
選
手
の
聞
の
契
約
の
目
的
は
、
選
手
が

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
野
球
選
手
と
し
て
特
殊
技
能
に
よ
る
稼
働
を

球
団
の
た
め
に
行
う
こ
と
に
あ
る
旨
を
定
め
て
い
る
。

も
ら
の
セ
・
リ
l

グ
所
属
球
団
及
び
も
ら
の
パ
・
リl
グ
所
属
球

団
は
野
球
協
約
を
締
結
し
て
N
P
B

を
構
成
し
て
い
る
が
、
野
球
協

約
四
五
条
な
い
し
四
七
条
に
基
づ
い
て

N
P
B

を
構
成
す
る
プ
ロ
野

球
一
二
球
団
が
報
酬
金
額
及
び
特
約
事
項
を
除
い
て
は
同
一
内
容
の

統
一
契
約
書
を
用
い
て
選
手
と
野
球
選
手
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が

予
定
さ
れ
、
参
稼
報
酬
額
及
び
特
約
条
項
を
除
い
て
は
、
当
事
者
間

の
合
意
に
よ
っ
て
も
約
定
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
各

球
団
及
び
選
手
が
野
球
協
約
を
諒
承
し
、
か
っ
こ
れ
に
従
う
こ
と
が

要
求
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
年
）
に
N
P
B

の
前
身
た
る
全
国
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
野
球
機
構
が
結
成
さ
れ
た
際
に
、
球
団
と
選
手
と

の
間
の
野
球
選
手
契
約
に
つ
き
統
一
契
約
書
書
式
が
作
成
さ
れ
、
こ

の
際
に
同
書
式
中
に
本
件
契
約
条
項
に
相
当
す
る
規
定
が
制
定
さ
れ

た
。
そ
れ
以
来
、
球
団
と
選
手
と
の
聞
の
選
手
の
肖
像
等
の
使
用
に

係
る
定
め
は
、
そ
の
実
質
的
な
内
容
が
五
O
年
以
上
に
わ
た
っ
て
変

更
さ
れ
る
こ
と
な
く
現
在
ま
で
継
続
的
に
置
か
れ
続
け
、
現
在
の
本

件
契
約
条
項
の
定
め
と
な
っ
て
い
る
。

統
一
契
約
書
一
六
条
（
以
下
「
本
件
契
約
条
項
」
と
い
う
。
）
は
、

次
の
と
お
り
の
規
定
で
あ
る
。
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一
項
「
球
団
が
指
示
す
る
場
合
、
選
手
は
写
真
、
映
画
、
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
に
撮
影
さ
れ
る
こ
と
を
承
諾
す
る
。
な
お
、
選
手
は
こ
の
よ

う
な
写
真
出
演
等
に
か
ん
す
る
肖
像
権
、
著
作
権
等
の
す
べ
て
が
球

団
に
属
し
、
ま
た
球
団
が
宣
伝
目
的
の
た
め
に
い
か
な
る
方
法
で
そ

れ
ら
を
利
用
し
て
も
、
異
議
を
申
し
立
て
な
い
こ
と
を
承
認
す
る
。
」

二
項
「
な
お
こ
れ
に
よ
っ
て
球
団
が
金
銭
の
利
益
を
受
け
る
と
き
、

選
手
は
適
当
な
分
配
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

三
項
「
さ
ら
に
選
手
は
球
団
の
承
諾
な
く
、
公
衆
の
面
前
に
出
演

し
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
、
写
真
の

撮
影
を
認
め
、
新
聞
雑
誌
の
記
事
を
書
き
、
こ
れ
を
後
援
し
、
ま
た

商
品
の
広
告
に
関
与
し
な
い
こ
と
を
承
諾
す
る
。
」

一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
年
）
に
統
一
契
約
書
書
式
が
作
成
さ
れ

た
際
、
当
時
米
国
の
プ
ロ
野
球
リ
1

グ
で
あ
る
メ
ジ
ャ
ー
リ

l

グ
に

お
け
る
加
盟
球
団
と
選
手
と
の
間
の
野
球
選
手
契
約
に
用
い
ら
れ
る

統
一
契
約
書
の
規
定
が
参
考
に
さ
れ
た
。
現
在
の
本
件
契
約
条
項
に

相
当
す
る
、
選
手
の
肖
像
等
の
使
用
に
関
す
る
規
定
の
起
案
に
当
た

っ
て
は
、
そ
の
メ
ジ
ャ
ー
リ

l

グ
統
一
契
約
書
三
条

ω

（
以
下
、

「
大
リ
ー
グ
契
約
条
項
」
と
い
う
。
）
が
参
考
に
さ
れ
た
。
大
リ
ー
グ

契
約
条
項
は
、
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
年
）
、
初
め
て
球
団
が
試

合
の
テ
レ
ビ
放
映
権
を
販
売
す
る
の
に
伴
っ
て
設
け
ら
れ
た
規
定
で

あ
り
、
同
項
の
内
容
は
現
在
に
至
る
ま
で
変
更
さ
れ
て
い
な
い
と
こ

ろ
、
そ
の
文
言
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「H
d。
E
a
q
m指
5
2
p
m
伊
丹
広ω
司
W
E
B
B
m
qず
。
s
w
g
向
。
円

丘
一
－
ご
】
｝

5
z
m
g
司
Z
・
自
。
民
。
ロ
官
庁

E
B
ω

。
「
件
。r
i
位
。
ロ
巳
ω
宮
町

昨
日
目
。22
Z
2
5

自
宅
門
目
。
包
m
g
布
告
【

Z
m
B
g
岳
民
ω
ロ
ユ
m
F
Z

E

盟
各
官
庁Z
B
ω
ω
E
－
－z
－
。
ロm
g
p
o
Q
5
自
己
B

弓

g
c
ω
色

σ
可
吾
角
川
口
ロ
ぴ
向
。
門
司

z
z
－
巳
守
司
ロ
門
司
。

ω
2
E

何
回
ロ
可
自
何
回
ロ
ロ

2

芹

色
。
ω
町
角
川
ω
・

d
5
3
弓
q
E
a
百
円

ω
賞
。
。
三
宮
山
門
【
日
ロ
ユ
ロ

m
F
。
司
E
1口
問
R
m
w－

ω
。
ロ
『
ゆ
当
日
ロ
。
昨
日ω
｝
自
司c
z
rリ
m
F
E｝g
g

ロ
の
め
ω
・
目
出
江
戸
。

f
m凶
件
。z

g

品
目
。
。
『
件
。
－

o
i
位
。
ロ
喝
さ
唱
．
自

H
Z

。
円
唱
角
川
口
出
向
丹
『
町
立
の

E
B
B

－
）
。

s
w
g
。
円
巧
ユ
席
。
円
唱
。
ロ

ω
。
門
口
o
d司
8
8
2
2
5
m
w
m
R
E
命
日
・
E
己
2

。
円
ω
唱
。
ロω
。
円
。
。

B
B
q
n
E
H
】B
P
R
Z
当
日
昨
日
g
z
Z
Fめ
巧
ユ
芹
。
ロg
ロ
・

8

ロ
件
。
同p
o
n
E
F
d『
庄
の
『ω『
包
】
ロ
♀σ
。
当
日
早
同
町
己
【
日
誌
の
め
宮
宮
吾
。

吋
m
w
m
g。ロ
ω
σ】
命
日
ロ
件
。
吋
角
川

ω
一
一
ω
一
。
］
町
民
同
巾

n
－
ロσ
。
「
℃
円
。
］
『

m
w
ω位
。
ロ
包σ何
回ω。
σ
ωロ
・
」

（
選
手
は
、
球
団
が
指
示
す
る
場
合
、
写
真
、
映
画
若
し
く
は
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
に
撮
影
さ
れ
る
こ
と
を
承
諾
し
、
そ
の
よ
う
な
写
真
に

関
す
る
す
べ
て
の
権
利
が
球
団
に
属
し
、
球
団
が
そ
れ
ら
を
パ
ブ
リ

シ
テ
ィ
の
目
的
の
た
め
に
球
団
が
望
む
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
使
用
で
き

る
こ
と
を
承
諾
す
る
。

さ
ら
に
選
手
は
、
シ
ー
ズ
ン
期
間
中
、
球
団
の
書
面
に
よ
る
同
意

な
く
、
公
衆
の
面
前
に
出
演
し
、
ラ
ジ
オ
若
し
く
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
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の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
、
写
真
撮
影
を
認
め
、
新
聞
若
し
く
は
雑

誌
の
記
事
を
書
き
、
こ
れ
ら
を
後
援
し
、
又
は
商
品
の
宣
伝
を
し
な

い
こ
と
を
承
諾
す
る
。
た
だ
し
、
球
団
は
、
こ
の
よ
う
な
同
意
を
合

理
的
な
理
由
な
く
拒
絶
し
て
は
な
ら
な
い
。
）

な
お
、
当
時
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
」
と
い

う
概
念
及
び
用
語
に
な
じ
み
が
な
く
、
大
リ
ー
グ
契
約
条
項
を
参
考

に
本
件
契
約
条
項
に
相
当
す
る
規
定
を
起
案
す
る
に
際
し
、
英
語
の

「
司
ロVロ
巳
守
司ZH．
唱
。ω2
」
を
「
宣
伝
目
的
」
と
翻
訳
し
た
も
の
と
推

認
さ
れ
る
。

も
は
、
一
九
六
一
年
（
昭
和
三
六
年
）
に
、
所
属
選
手
一
五
名
の

氏
名
を
使
用
し
た
ゆ
か
た
を
製
造
販
売
す
る
こ
と
に
つ
い
て
使
用
許

諾
し
、
一
九
六
四
年
（
昭
和
三
九
年
）
に
も
、
C

及
び
D

の
図
柄
を

使
用
し
た
衣
類
な
ど
の
繊
維
製
品
を
製
造
販
売
す
る
こ
と
並
び
に
C

、

D

及
び
E

の
写
真
を
用
い
た
運
動
靴
等
の
製
造
販
売
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
使
用
許
諾
し
た
。

統
一
契
約
書
が
初
め
て
作
成
さ
れ
た
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
年
）

以
前
に
お
い
て
も
、
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
を
用
い
た
商
品
が
販
売

さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
販
売
に
つ
い
て
は
球
団
な
い
し
日
本
野
球
連

盟
（
N
P
B

の
前
身
）
か
ら
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
許
諾
が
さ
れ
て
い
た
。
一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
年
）
か
ら

一
九
五
O
年
（
昭
和
二
五
年
）
こ
ろ
に
か
け
て
、
F

（
も
）
ら
当
時

の
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
が
使
用
さ
れ
た
ブ
ロ
マ
イ
ド
が
販
売
さ
れ

た
。
原
色
版
印
刷
社
は
、
一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
年
）
こ
ろ
、G

（
金
星
）
ら
当
時
の
選
手
四
四
名
の
氏
名
及
び
肖
像
を
使
用
し
た
玩

具
「
新
野
球
い
ろ
は
か
る
た
」
を
発
行
し
た
。
一
九
四
八
年
（
昭
和

一
一
一
二
年
）
か
ら
一
九
五
O
年
（
昭
和
二
五
年
）
こ
ろ
に
か
け
て
、

H

（
南
海
）
ら
当
時
の
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
が
使
用
さ
れ
た
メ
ン
コ

が
販
売
さ
れ
た
。
集
英
社
は
、
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
年
）
、
「
お

も
し
ろ
ブ
ッ
ク
」
新
年
号
を
販
売
す
る
際
、
そ
の
付
録
と
し
て
、
I

（
芯
）
ら
当
時
の
選
手
四O
名
の
氏
名
及
び
肖
像
を
使
用
し
た
玩
具

「
新
野
球
か
る
た
」
を
添
付
し
た
。

Y
ら
は
、
プ
ロ
野
球
ゲ
l

ム
ソ
フ
ト
（
以
下
「
野
球
ゲ
l

ム
ソ
フ

ト
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
野
球
機
構
を
通
じ
て
、
ゲl
ム
ソ
フ
ト

メ
ー
カ
ー
に
対
し
、
X
ら
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
使
用
を
許
諾
し

て
い
る
が
、
X

ら
の
許
諾
は
得
て
い
な
い
。
野
球
機
構
か
ら
球
団
名
、

球
団
マ
l

ク
並
び
に
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
使
用
許
諾
を
受
け
た

ゲ
l

ム
ソ
フ
ト
メ
ー
カ
ー
は
、
野
球
機
構
及
び
各
球
団
に
対
し
、
使

用
料
を
支
払
っ
て
い
る
。
球
団
は
、
氏
名
及
び
肖
像
が
使
用
さ
れ
た

所
属
選
手
に
対
し
、
上
記
使
用
料
の
一
部
を
分
配
し
て
い
る
。

J

（
カ
ル
ビl
株
式
会
社
）
は
、
も
が
九
年
連
続
の
日
本
一
を
達

成
し
た
昭
和
四
八
年
以
降
三
O
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
選
手
の
写
真

等
を
使
用
し
た
お
ま
け
の
カ
l

ド
（
カ
ル
ビ
l

プ
ロ
野
球
カ
l

ド
。
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ツ
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プ
ス
と
と
も
に
同
梱
し
た
菓
子
「
プ
ロ
野
球
チ
ッ
プ
ス
」
を
販
売
し

て
き
た
。
プ
ロ
野
球
二
一
球
団
は
、
本
件
野
球
カ
l

ド
一
に
つ
き
、

J

に
対
し
、
X

ら
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
使
用
を
許
諾
し
て
い
る

が
、
カ
ー
ド
を
作
成
す
る
ご
と
に
選
手
ら
の
許
諾
を
得
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
本
件
野
球
カ
l

ド
一
に
つ
い
て
は
、

J

か
ら
プ
ロ
野
球

一
一
一
球
団
に
対
し
、
所
属
選
手
の
肖
像
使
用
料
と
し
て
、
所
属
選
手

の
野
球
カ
l

ド
掲
載
（
カ
l

ド
化
）
の
回
数
に
応
じ
て
一
定
金
額
を

支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
過
去
に
は
白
球
団
所
属
選
手

の
宣
伝
や
人
気
ア
ッ
プ
に
な
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
カ
ー
ド
に
使
用

す
る
写
真
を
J

に
対
し
て
無
償
供
与
す
る
球
団
も
存
在
し
た
。
ま
た
、

時
折
、
販
売
促
進
企
画
と
し
て
、
J

と
プ
ロ
野
球
二
一
球
団
が
タ
イ

ア
ッ
プ
し
、
J

が
プ
ロ
野
球
一
二
球
団
の
た
め
に
制
作
し
た
オ
リ
ジ

ナ
ル
野
球
カ
l

ド
を
ペ
ナ
ン
ト
レ
ー
ス
期
間
中
の
球
場
で
配
布
す
る

こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
販
売
促
進
企
画
に
つ
い
て
は
、J
は
プ

ロ
野
球
二
一
球
団
に
対
し
特
別
に
肖
像
使
用
料
を
支
払
わ
な
い
。

K

（
株
式
会
社
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
社
）
は
、
平
成
三
年

以
降
一
五
年
以
上
に
わ
た
り
、
プ
ロ
野
球
及
び
選
手
に
対
す
る
一
般

の
興
味
を
広
く
振
興
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
選
手
の
写
真
等

を
使
用
し
た
カ
l

ド
（
B
B
M
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
カ
l

ド
。
以
下
「
本

件
野
球
カ
l

ド
二
」
と
い
い
、
本
件
野
球
カ
l

ド
一
と
併
せ
て
「
本

件
野
球
カ
l

ド
」
と
い
う
。
）
を
販
売
し
て
き
た
。
K

は
、
平
成
三

年
、
本
件
野
球
カ
1

ド
二
の
販
売
に
当
た
り
、
プ
ロ
野
球
二
一
球
団

と
の
間
で
、
所
属
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
、

以
降
、
各
契
約
を
更
新
し
て
き
た
。
プ
ロ
野
球
二
一
球
団
の
う
ち
多

数
は
、
こ
の
契
約
を
五
年
ご
と
に
更
新
し
て
い
る
が
、
一
年
又
は
三

年
ご
と
に
更
新
し
て
い
る
球
団
も
あ
る
。
な
お
、
Y
ら
は
、
ヵ
l

ド

を
作
成
す
る
ご
と
に
X

ら
選
手
の
許
諾
を
得
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

K

は
、
プ
ロ
野
球
二
一
球
団
に
対
し
、
上
記
各
契
約
に
基
づ
い
て
、

本
件
野
球
カ
l

ド
二
の
総
売
上
額
の
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
氏
名

及
ぴ
肖
像
の
使
用
料
を
支
払
っ
て
い
る
が
、
毎
年
四
月
及
び
七
月
に
、

そ
れ
ぞ
れ
二
疋
額
の
金
員
を
支
払
い
、
さ
ら
に
毎
年
二
一
月
、
売
上

額
の
六
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
既
払
額
を
控
除
し
た
額
の
金
員
を
支
払
っ

て
い
る
。
各
球
団
で
枚
数
に
差
が
生
じ
る
特
別
な
カ
l

ド
に
つ
い
て

は
、
異
な
る
取
扱
い
が
と
ら
れ
、
K
と
各
球
団
と
の
間
で
交
わ
さ
れ

た
覚
書
に
基
づ
い
て
、
各
球
団
に
対
し
、
一
種
類
当
た
り
一
律
二
万

円
が
別
途
支
払
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
K

が
各
球
団
の
た
め
に
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
製
作
し
た
本
件
野
球
カ
l

ド
二
を
球
場
内
で
フ
ァ
ン
の
た

め
に
配
布
し
て
い
る
球
団
も
あ
る
。

球
団
は
、
氏
名
及
び
肖
像
が
使
用
さ
れ
た
所
属
選
手
に
対
し
、
上

記
使
用
料
の
一
部
を
分
配
し
て
い
る
。

平
成
二
一
年
こ
ろ
、
選
手
会
な
い
し
選
手
ら
の
う
ち
の
一
部
の
者
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が
、
各
球
団
に
よ
る
氏
名
及
び
肖
像
の
管
理
に
つ
い
て
異
論
を
唱
え

る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
選
手
側
か
ら
か
か
る
管
理
に
対
す
る
明
示

的
な
異
議
は
な
く
、
X

ら
も
、
異
議
な
く
そ
の
氏
名
及
び
肖
像
を
使

用
さ
せ
、
分
配
金
を
受
領
し
て
き
た
。

X

ら
の
う
ち
の
一
部
の
選
手
等
は
、
平
成
一
四
年
八
月
二
六
日
こ

ろ
、
野
球
ゲ
l

ム
ソ
フ
ト
に
同
選
手
ら
の
氏
名
及
び
肖
像
を
使
用
し

た
L

（
コ
ナ
ミ
株
式
会
社
）
及
び
同
社
に
使
用
を
許
諾
し
た
野
球
機

構
に
対
し
、
野
球
ゲ
l

ム
ソ
フ
ト
の
販
売
の
差
止
め
等
を
求
め
る
訴

え
を
東
京
地
方
裁
判
所
に
提
起
し
た
が
（
平
成
一
四
年
（
ワ
）
一
八

四
六
六
号
）
、
後
に
L

に
対
す
る
訴
え
を
取
り
下
げ
た
。

X

ら
が
、
所
属
球
団
で
あ
る
Y
ら
と
の
聞
に
お
い
て
、
プ
ロ
野
球

ゲ
l

ム
ソ
フ
ト
及
び
プ
ロ
野
球
カ
l

ド
に
つ
き
、
Y

ら
が
第
三
者
に

対
し
て
X

ら
の
氏
名
及
び
肖
像
の
使
用
許
諾
を
す
る
権
限
を
有
し
な

い
こ
と
の
確
認
を
請
求
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
X
ら
は
、
本
件
に

関
し
、
本
件
野
球
カ
l

ド
に
つ
き
、
X

ら
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
を

使
用
し
た
J

及
、
びK
に
対
し
て
氏
名
等
の
使
用
の
差
止
め
を
求
め
て

は
い
な
い
し
、
ま
た
、

X

ら
選
手
の
氏
名
等
を
使
用
し
た
ゲ

1

ム
ソ

フ
ト
メ
ー
カ
ー
に
対
し
て
氏
名
等
の
使
用
の
差
止
め
を
求
め
て
も
い

な
し
。

本
件
の
争
点
は
、
（
二
本
件
契
約
条
項
の
解
釈
（
氏
名
及
び
肖

像
の
使
用
権
の
譲
渡
又
は
使
用
許
諾
の
有
無
）
、
（
二
）
本
件
契
約
条

項
の
有
効
性
（
本
件
契
約
条
項
は
不
合
理
な
附
合
契
約
と
し
て
無
効

と
い
え
る
か
）
で
あ
る
（
な
お
、
本
件
契
約
条
項
が
独
占
禁
止
法
違

反
と
し
て
無
効
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
も
争
わ
れ
た
が
、
本
稿
に
お

い
て
は
私
法
上
の
効
力
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
ず
る
た
め
割
愛
す
る
。
）
。

争
点
（
一
）
に
つ
い
て
、

X

ら
は
本
件
契
約
条
項
一
項
に
い
う

「
宣
伝
目
的
」
に
は
、
野
球
ゲl
ム
ソ
フ
ト
及
び
本
件
野
球
カ
1

ド

の
よ
う
な
商
品
に
氏
名
及
び
肖
像
を
使
用
す
る
「
商
品
化
型
利
用
」

は
含
ま
れ
な
い
と
述
べ
た
。
一
方
、

Y
ら
は
各
選
手
の
氏
名
及
び
肖

像
の
商
業
的
利
用
権
た
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
は
、
本
件
契
約
条
項
に

基
づ
い
て
、
Y

ら
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
か
、
又
は
独
占
的
に
使
用
許

諾
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
、
か
か
る
同
条
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
、

長
期
間
に
わ
た
っ
て
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
商
業
的
利
用
の
運
用

が
さ
れ
、
選
手
ら
も
そ
の
趣
旨
を
十
分
に
認
識
し
て
い
る
と
主
張
し

た
。争

点
（
二
）
に
つ
い
て
、

X

ら
は
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
に
係
る

本
件
契
約
条
項
に
よ
る
球
団
と
選
手
と
の
間
の
契
約
は
、
法
律
上
選

手
個
人
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
肖
像
権
を
一
方
的
に
奪
う

も
の
で
あ
っ
て
、
著
し
く
不
公
正
で
あ
る
か
ら
、
不
合
理
な
内
容
の

附
合
契
約
で
あ
っ
て
、
民
法
九

O
条
に
違
反
し
、
無
効
で
あ
る
と
述

べ
、
Y

ら
は
本
件
契
約
条
項
は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
合
理
的
な
も

の
で
あ
っ
て
、
附
合
契
約
に
当
た
ら
ず
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
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で
も
な
い
か
ら
、
有
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
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判

回
目
〕

争
点
（
一
）
本
件
契
約
条
項
の
解
釈
（
氏
名
及
び
肖
像
の
使
用
権

の
譲
渡
又
は
使
用
許
諾
の
有
無
）
に
つ
い
て

「
統
一
契
約
書
が
初
め
て
作
成
さ
れ
た
当
時
の
本
件
契
約
条
項
に

相
当
す
る
規
定
は
、
メ
ジ
ャ
ー
リ
1

グ
の
大
リ
ー
グ
契
約
条
項
を
参

考
に
し
て
起
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
当
時
、
我
が
固
に

お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
」
（
選
手
の
氏
名
及
び
肖

像
が
有
す
る
顧
客
吸
引
力
な
ど
の
経
済
的
価
値
を
独
占
的
に
支
配
す

る
財
産
的
権
利
）
と
い
う
概
念
及
び
そ
の
用
語
に
な
じ
み
が
な
く
、

大
リ
ー
グ
契
約
条
項
を
参
考
に
本
件
契
約
条
項
に
相
当
す
る
規
定
を

起
案
す
る
に
際
し
、
英
語
の
守
口

σ
ロ
巳
守
宮
田
吋
3
2

丘
を
「
宣
伝

目
的
」
と
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
：
：
：
統
一
契
約
書
が
制
定
さ
れ

る
以
前
か
ら
、
球
団
な
い
し
日
本
野
球
連
盟
が
他
社
に
所
属
選
手
の

氏
名
及
び
肖
像
を
商
品
に
使
用
す
る
こ
と
（
商
業
的
使
用
な
い
し
商

品
化
型
使
用
）
を
許
諾
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
本
件
契

約
条
項
に
相
当
す
る
当
初
の
規
定
も
、
か
か
る
実
務
慣
行
の
あ
る
こ

と
を
前
提
に
し
て
起
案
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

統
一
契
約
書
が
制
定
さ
れ
た
昭
和
二
六
年
当
時
、
選
手
の
氏
名
及
び

肖
像
の
利
用
の
方
法
に
つ
い
て
、
専
ら
宣
伝
の
た
め
に
用
い
る
方
法

と
、
商
品
に
付
し
て
顧
客
吸
引
に
利
用
す
る
方
法
と
を
明
確
に
峻
別

さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
く
、
『
宣
伝
目
的
」
か
ら
選
手
の
氏
名
及

び
肖
像
の
商
業
的
使
用
な
い
し
商
品
化
型
使
用
の
目
的
を
除
外
し
た

と
す
る
事
情
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
る
に
、
本
件
契
約
条
項
は
、
そ
の
後
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
利
用

に
対
す
る
理
解
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ

な
い
ま
ま
、
球
団
と
所
属
選
手
と
の
問
で
毎
年
同
一
内
容
で
締
結
し

直
さ
れ
（
更
改
）
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
：
：
：
各
球

団
に
お
い
て
は
、
本
件
契
約
条
項
に
基
づ
い
て
、
各
球
団
が
所
属
選

手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
使
用
を
第
三
者
に
許
諾
し
得
る
と
の
理
解
の

下
に
、
古
く
は
も
の
昭
和
三
六
年
の
例
に
も
あ
る
と
お
り
、
長
期
間

に
わ
た
り
、
野
球
ゲ
l

ム
ソ
フ
ト
及
び
本
件
野
球
カ
l

ド
を
始
め
と

す
る
種
々
の
商
品
に
つ
き
、
所
属
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
使
用
許

諾
を
行
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

J

に
対
す
る
使
用
許
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諾
は
昭
和
四
八
年
に
も
遡
り
、
か
っ
、
相
当
長
期
間
に
わ
た
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
野
球
ゲ
l

ム
ソ
フ
ト
に
し
て
も
、
昭
和
六
三
年
に

ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
野
球
ゲ
l

ム
ソ
フ
ト
及
び
本
件
野
球
カ
l

ド
に
つ

い
て
は
、
長
き
に
わ
た
り
選
手
に
お
い
て
自
ら
の
氏
名
及
び
肖
像
が

使
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
示
又
は
黙
示
に
許
容
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、

：
こ
れ
ら
の
商
品
は
消
費
者
の
定
番
商
品
と
し
て
長
ら
く
親
し
ま



れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
プ
ロ
野
球
の
知
名
度
の
向
上
に
役
立
っ
て

き
た
も
の
で
あ
る
。

判例研究

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
し
て
制
定
さ
れ
た
本
件
契
約
条
項
二
項

で
は
、
所
属
選
手
の
肖
像
の
利
用
に
基
づ
い
て
球
団
が
受
け
た
金
銭

に
つ
き
、
選
手
が
適
当
額
の
分
配
金
を
受
け
る
旨
が
規
定
さ
れ
、
利

用
行
為
が
有
償
で
さ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、

同
項
の
実
質
的
内
容
も
、
そ
の
前
身
で
あ
る
当
初
の
条
項
か
ら
変
わ

っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
：
：
：
各
球
団
は
、
許
諾
先
か
ら
受
領
し

た
使
用
料
の
全
部
又
は
一
部
を
氏
名
及
び
肖
像
の
使
用
が
さ
れ
た
選

手
に
対
し
て
分
配
し
て
き
た
が
、
：
：
：
選
手
会
な
い
し
選
手
ら
の
う

ち
の
一
部
の
者
が
各
球
団
に
よ
る
氏
名
及
び
肖
像
の
管
理
に
つ
い
て

異
論
を
唱
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
選
手
側
か
ら
明
示
的
な
異
議

は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
：
：
：
以
上
の
事
情
を
総
合
的
に
勘
案
し
、

本
件
契
約
条
項
一
項
に
『
球
団
が
宣
伝
目
的
の
た
め
に
い
か
な
る
方

法
で
そ
れ
ら
を
利
用
し
て
も
』
と
あ
っ
て
利
用
の
態
様
に
限
定
が
付

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
か
ん
が
み
る
と
、
同
項
に
い
う
「
『
宣
伝

目
的
」
は
広
く
球
団
な
い
し
プ
ロ
野
球
の
知
名
度
の
向
上
に
資
す
る

目
的
を
い
い
、
『
宣
伝
目
的
の
た
め
に
い
か
な
る
方
法
で
そ
れ
ら
を

利
用
し
て
も
』
と
は
、
球
団
が
自
己
な
い
し
プ
ロ
野
球
の
知
名
度
の

向
上
に
資
す
る
目
的
で
す
る
利
用
行
為
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ

7
Q。

そ
し
て
、
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
商
業
的
使
用
な
い
し
商
品
化

型
使
用
の
場
合
に
お
い
て
も
、
球
団
な
い
し
プ
ロ
野
球
の
知
名
度
の

向
上
に
役
立
ち
、
顧
客
吸
引
と
同
時
に
広
告
宣
伝
と
し
て
の
効
果
を

発
揮
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
か
ら
、
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
商
業

的
使
用
な
い
し
商
品
化
型
使
用
も
、
そ
れ
が
球
団
な
い
し
プ
ロ
野
球

の
知
名
度
の
向
上
に
資
す
る
限
り
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
な
お
、
「
い
か
な
る
方
法
で
」
と
い
う
文
言
は
、
あ
く
ま

で
上
記
の
よ
う
な
『
宣
伝
目
的
の
た
め
』
に
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
球
団
が
第
三
者
に
対
し
て
使
用
許
諾
す
る
こ

と
も
含
ま
れ
る
。

本
件
契
約
条
項
一
項
に
い
う
「
球
団
が
指
示
す
る
場
合
」
に
つ
い

て
も
、
こ
の
よ
う
に
球
団
が
自
己
な
い
し
プ
ロ
野
球
の
知
名
度
の
向

上
に
資
す
る
目
的
で
行
う
場
合
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
球

団
の
指
示
も
、
従
前
の
運
用
に
照
ら
し
、
一
般
的
・
包
括
的
な
も
の

で
足
り
、
撮
影
の
内
容
、
日
時
及
び
場
所
等
に
つ
き
具
体
的
な
指
示

が
さ
れ
る
こ
と
ま
で
は
要
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
件
契
約
条
項
が
選
手
の
肖
像
の
利
用
に
関
す
る
、
球

団
と
所
属
選
手
と
の
聞
に
存
す
る
唯
一
の
定
め
で
あ
り
、
：
：
：
統
一

契
約
書
制
定
前
に
販
売
さ
れ
た
玩
具
の
例
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
選
手
の
肖
像
を
広
告
宣
伝
に
利
用
す
る
場
合
で
も
、
販
売
す
る

商
品
に
商
業
化
目
的
で
利
用
す
る
場
合
で
も
、
肖
像
に
当
該
選
手
の
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氏
名
を
付
し
て
利
用
す
る
形
態
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み

る
と
、
本
件
契
約
条
項
一
項
の
『
肖
像
権
、
著
作
権
等
』
の
う
ち
に
、

選
手
の
氏
名
を
利
用
す
る
権
利
も
含
ま
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
本
件
契
約
条
項
一
項
に
い
う
「
写
真
、
映
画
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
』
は
、
例
示
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
本
件
契
約
条
項
三
項
は
、
明
文
を
も
っ
て
、
選
手
が
所

属
球
団
の
承
諾
な
し
に
公
衆
の
面
前
に
出
演
す
る
こ
と
等
を
し
な
い

不
作
為
義
務
を
定
め
て
い
る
。
な
お
、
氏
名
及
び
肖
像
が
有
す
る
顧

客
吸
引
力
な
ど
の
経
済
的
価
値
を
独
占
的
に
支
配
す
る
財
産
的
権
利

が
元
来
選
手
の
人
格
権
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ

ば
、
球
団
に
お
い
て
合
理
的
な
理
由
な
く
承
諾
し
な
い
こ
と
が
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
：
：
：
本
件
契
約
条
項
は
、
そ
の
一
項
に
お
い
て
、

具
体
的
で
あ
れ
包
括
的
で
あ
れ
球
団
が
指
示
す
る
場
合
に
所
属
選
手

の
撮
影
の
応
諾
義
務
が
あ
る
こ
と
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ

り
撮
影
さ
れ
た
選
手
の
写
真
の
肖
像
及
び
選
手
の
氏
名
に
つ
い
て
、

球
団
に
お
い
て
、
球
団
な
い
し
プ
ロ
野
球
の
知
名
度
の
向
上
に
資
す

る
目
的
で
あ
る
限
り
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
使
用
し
た
と
し
て
も
、

選
手
は
異
議
を
述
べ
な
い
義
務
を
定
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、

そ
の
二
項
に
お
い
て
、
球
団
が
ラ
イ
セ
ン
シ
ー
か
ら
使
用
の
対
価
を

受
け
た
場
合
に
選
手
が
適
当
な
対
価
の
分
配
を
受
け
得
る
権
利
を
定

め
、
そ
の
三
項
に
お
い
て
、
選
手
が
球
団
の
承
諾
な
く
公
衆
の
面
前

に
出
演
し
な
い
等
の
不
作
為
義
務
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
契
約
条
項
に
よ
り
、
商
業
的
使
用
な
い
し
商
品
化

型
使
用
の
場
合
を
含
め
、
球
団
な
い
し
プ
ロ
野
球
の
知
名
度
の
向
上

に
資
す
る
目
的
の
下
で
、
選
手
が
球
団
に
対
し
て
そ
の
氏
名
及
び
肖

像
の
使
用
を
独
占
的
に
許
諾
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
。
」
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「Y
ら
は
、
本
件
契
約
条
項
一
項
の
『
肖
像
権
、
著
作
権
等
の
す

べ
て
が
球
団
に
属
し
』
と
の
文
言
及
び
同
三
項
を
根
拠
に
、
選
手
か

ら
球
団
へ
の
氏
名
及
び
肖
像
の
商
業
的
利
用
権
の
譲
渡
が
あ
っ
た
旨

主
張
す
る
。

し
か
し
、
氏
名
及
び
肖
像
の
商
業
的
利
用
権
の
譲
渡
が
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
利
用
の
目
的
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
選
手
が
異
議
を
述
べ
る
余
地
は
な
い
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
本
件
契
約
条
項
一
項
は
、
宣
伝
目
的
の
た
め
の
利
用
に
関
し

て
選
手
が
異
議
を
述
べ
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
ま

た
、
同
三
項
の
不
作
為
義
務
は
、
逆
に
球
団
の
承
諾
が
あ
れ
ば
選
手

は
主
体
的
に
商
品
の
広
告
等
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定

め
た
も
の
と
い
え
る
と
こ
ろ
、
球
団
が
所
属
選
手
か
ら
氏
名
及
び
肖

像
の
商
業
的
利
用
権
の
譲
渡
を
受
け
た
場
合
よ
り
も
、
球
団
が
使
用

許
諾
を
受
け
、
債
権
的
権
利
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
の
方
に
よ

り
親
和
的
で
あ
る
。
後
者
の
よ
う
に
解
す
る
場
合
に
は
、
独
占
的
許



諾
と
い
う
強
い
意
義
を
有
す
る
根
拠
規
定
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
な

お
、
同
三
項
の
規
定
は
、
球
団
に
と
っ
て
不
都
合
な
態
様
に
よ
る
選

手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
利
用
の
排
除
を
確
保
す
る
た
め
の
定
め
で
あ

る
と
推
認
で
き
る
と
こ
ろ
、
球
団
に
と
っ
て
不
都
合
な
態
様
に
よ
る

選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
利
用
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
譲
渡

で
は
な
く
、
そ
の
独
占
的
使
用
許
諾
で
も
十
分
目
的
を
達
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

判例研究

そ
う
す
る
と
、
本
件
契
約
条
項
は
、
選
手
が
所
属
球
団
に
対
し
、

そ
の
氏
名
及
び
肖
像
に
つ
き
、
独
占
的
に
使
用
許
諾
す
る
こ
と
を
定

め
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
選
手
が
氏
名
及
び
肖
像
の
商
業
的
利
用
権
を

所
属
球
団
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
」

争
点
（
二
）
本
件
契
約
条
項
の
有
効
性
（
本
件
契
約
条
項
は
不
合

理
な
附
合
契
約
と
し
て
無
効
と
い
え
る
か
）
に
つ
い
て

「
本
件
契
約
条
項
三
項
で
は
球
団
の
承
諾
が
あ
る
場
合
に
選
手
が

商
品
の
広
告
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
、
：
：
：
実
際
に
、
選
手
が
球
団
か
ら
明
示
又
は
黙
示
に
承
諾
を

得
て
テ
レ
ビ
に
出
演
し
た
り
、
商
品
の
広
告
に
関
与
す
る
等
の
事
例

が
あ
っ
た
。

本
件
契
約
条
項
二
項
で
は
球
団
が
所
属
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の

使
用
を
許
諾
し
た
こ
と
に
よ
り
受
け
た
使
用
料
の
当
該
選
手
へ
の
分

配
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
：
：
：
野
球
ゲl
ム
ソ
フ
ト
に
関
し
て
は
、

使
用
料
の
分
配
を
す
る
実
務
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
分
配
率
も

年
々
増
加
し
て
い
る
。
：
：
：
本
件
野
球
カl
ド
に
関
し
て
も
、
．

選
手
に
対
し
て
使
用
料
の
分
配
を
す
る
実
務
が
確
立
さ
れ
、
使
用
料

の
分
配
率
は
球
団
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、
現
実
に
分
配
金
が
支

払
わ
れ
て
い
る
：
：
：
。
各
球
団
に
お
い
て
は
、
選
手
の
肖
像
等
を
使

用
許
諾
す
る
に
際
し
、
対
象
選
手
か
ら
希
望
な
い
し
意
見
を
聴
い
た

り
、
サ
ン
プ
ル
を
配
付
し
た
り
し
て
、
使
用
を
許
諾
さ
れ
た
商
品
に

選
手
の
意
向
が
可
及
的
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
配
慮
し
、
選
手
に
お
い

て
も
本
件
野
球
カ
l

ド
等
へ
の
氏
名
及
び
肖
像
の
使
用
状
況
を
認
識

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
：
：
：
平
成
二
一
年
こ
ろ
に
選
手
会
な
い
し

選
手
ら
の
う
ち
の
一
部
の
者
が
各
球
団
に
よ
る
選
手
の
氏
名
及
び
肖

像
の
管
理
に
つ
い
て
異
論
を
唱
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
選
手
側

か
ら
明
示
的
な
異
議
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
：
：
：
実
際
に
統
一

契
約
書
に
特
約
条
項
を
挿
入
し
た
事
例
が
あ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、

氏
名
及
び
肖
像
の
利
用
に
関
す
る
特
約
を
締
結
す
る
こ
と
も
不
可
能

と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
選
手
ら
が
球
団
と
個
別
に
又
は
集
団
で
交

渉
す
る
こ
と
に
よ
り
、
球
団
と
選
手
ら
と
の
間
の
使
用
料
の
分
配
率

の
増
額
変
更
を
実
現
す
る
余
地
も
あ
り
得
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

な
お
、
プ
ロ
野
球
の
野
球
選
手
契
約
に
お
い
て
統
一
的
な
取
扱
い

が
さ
れ
て
い
る
の
は
、
球
団
の
間
で
資
金
力
に
強
弱
の
あ
る
状
況
の

下
で
、
プ
ロ
野
球
の
発
展
と
球
団
及
び
個
人
の
利
益
の
保
護
な
い
し
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助
長
を
図
る
点
に
あ
る
が
（
野
球
協
約
三
条
）
、
プ
ロ
野
球
全
体
の

発
展
の
た
め
に
は
一
定
程
度
の
集
合
的
処
理
が
望
ま
し
い
。
本
件
契

約
条
項
の
定
め
は
、
球
団
が
多
大
な
投
資
を
行
っ
て
自
己
及
び
所
属

選
手
の
顧
客
吸
引
力
を
向
上
さ
せ
て
い
る
状
況
に
適
合
し
、
投
資
に

見
合
っ
た
利
益
の
確
保
が
で
き
る
よ
う
、
か
か
る
顧
客
吸
引
力
が
低

下
し
て
球
団
又
は
所
属
選
手
の
商
品
価
値
が
低
下
す
る
事
態
の
発
生

を
防
止
す
べ
く
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
使
用
態
様
を
管
理
す
る
と

い
う
球
団
側
の
合
理
的
な
必
要
性
を
満
た
し
、
交
渉
窓
口
を
一
元
化

し
て
ラ
イ
セ
ン
シ

l

の
便
宜
を
図
り
、
ひ
い
て
は
選
手
の
氏
名
及
、
び

肖
像
の
使
用
の
促
進
を
図
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
球
団
に
お
い
て

本
件
契
約
条
項
を
適
用
し
、
こ
れ
に
従
っ
た
運
用
を
行
う
こ
と
に
は
、

一
定
の
合
理
性
が
あ
る
。
：
：
：
以
上
の
と
お
り
、
本
件
契
約
条
項
は
、

選
手
に
よ
る
契
約
の
相
手
方
の
選
択
の
可
能
性
は
制
限
さ
れ
、
か
っ

選
手
が
氏
名
及
び
肖
像
の
使
用
に
係
る
規
定
の
変
更
を
求
め
得
る
余

地
は
小
さ
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
選
手
が
主
体
的
に
商
品
広
告
等
へ

関
与
す
る
途
が
聞
か
れ
て
お
り
、
か
つ
現
に
球
団
か
ら
使
用
料
の
分

配
が
行
わ
れ
て
お
り
、
交
渉
に
よ
り
球
団
と
選
手
ら
と
の
間
の
使
用

料
の
分
配
率
の
増
額
変
更
を
実
現
す
る
余
地
も
あ
り
得
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
本
件
契
約
条
項
全
体
を
：
：
：
認
定
の
と
お
り
解
釈
す

る
限
り
、
こ
れ
が
不
合
理
で
あ
る
と
ま
で
は
い
い
難
い
。

そ
う
す
る
と
、
本
件
契
約
条
項
は
、
球
団
と
選
手
と
の
間
の
野
球

選
手
契
約
に
お
い
て
付
款
た
る
地
位
を
占
め
て
い
る
と
し
て
も
、
不

合
理
な
内
容
の
附
合
契
約
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
」

88 

〔
研
究
〕

結
論
に
賛
成
。
理
論
構
成
の
一
部
に
疑
問
。

一
本
件
は
、
プ
ロ
野
球
選
手
で
あ
る
X

ら
が
、
所
属
球
団
で
あ
る

Y

ら
と
の
聞
に
お
い
て
、
プ
ロ
野
球
ゲ
l

ム
ソ
フ
ト
及
び
プ
ロ
野
球

カ
l

ド
に
つ
き
、
Y
ら
が
第
三
者
に
対
し
て
各
X

ら
の
氏
名
及
び
肖

像
の
使
用
許
諾
を
す
る
権
限
を
有
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
請
求
す
る

事
案
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

Y
ら
は
、
野
球
選
手
契
約
に
用
い
ら

れ
る
本
件
契
約
条
項
に
よ
り
、
X
ら
の
氏
名
及
び
肖
像
の
商
業
的
利

用
権
（
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
）
が
Y

ら
に
譲
渡
さ
れ
又
は
Y
ら
に
独
占

的
に
使
用
許
諾
さ
れ
て
い
る
旨
主
張
し
て
争
っ
た
。

パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
と
は
、
有
名
人
の
氏
名
・
肖
像
等
が
経
済
的
価

値
を
持
つ
も
の
と
し
て
情
報
伝
達
手
段
に
用
い
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ

を
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
と
よ
び
、
こ
の
価
値
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
べ

く
想
定
さ
れ
る
権
利
（
阿
部
浩
二
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
と
不
当

利
得
」
谷
口
知
平
日
甲
斐
道
太
郎
編
『
新
版
注
釈
民
法
側
債
権

ω
」

五
六
四
頁
）
、
あ
る
い
は
著
名
人
が
そ
の
氏
名
、
肖
像
そ
の
他
の
顧

客
吸
引
力
の
あ
る
個
人
識
別
情
報
の
有
す
る
経
済
的
利
益
な
い
し
価

値
（
以
下
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
」
と
い
う
。
）
を
排
他
的
に
支
配
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す
る
権
利
（
東
京
高
判
平
成
一
一
年
二
月
二
四
日
判
例
集
未
登
載

「
キ
ン
グ
ク
リ
ム
ゾ
ン
事
件
」
）
で
あ
る
と
一
般
的
に
解
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
り
、

財
産
権
と
す
る
説
（
前
掲
「
キ
ン
グ
ク
リ
ム
ゾ
ン
事
件
」
控
訴
審
判

決
）
、
人
格
権
で
あ
る
と
す
る
説
（
渡
辺
修
「
人
格
メ
ル
ク
マ
ー
ル

の
利
用
権
｜
｜
人
格
権
の
一
元
的
構
成
に
関
す
る
覚
書
き
｜
｜
」
法

学
六
O
巻
六
号
二
八
六
頁
）
、
両
者
の
折
衷
的
な
も
の
と
す
る
説

（
内
藤
篤H
田
代
貞
之
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
概
説
」
一
八
頁
）
が
対

立
し
て
い
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
、
パ
プ
リ
シ
テ
ィ
権
を
明
文
で
規
定
し
た
実
定

法
は
な
い
が
、
芸
能
人
や
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
氏
名
・
肖
像
が
無
断
で

商
業
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
が
少
な
く
な
く

（
東
京
地
判
昭
和
五
一
年
六
月
二
九
日
判
時
八
一
七
号
二
三
頁
「
マ

ー
ク
・
レ
ス
タ

l

事
件
」
、
東
京
地
決
昭
和
五
三
年
一
O
月
二
日
判

タ
三
七
二
号
九
七
頁
「
王
選
手
八
O
O

号
記
念
メ
ダ
ル
事
件
」
、
東

京
高
判
平
成
三
年
九
月
二
六
日
判
時
一
四

O
O
号
三
頁
「
お
ニ
ヤ
ン

子
ク
ラ
ブ
事
件
」
、
東
京
地
判
平
成
二
一
年
二
月
二
九
日
判
タ
一

O

二
八
号
二
三
二
頁
「
中
田
英
寿
事
件
」
、
前
掲
「
キ
ン
グ
ク
リ
ム
ゾ

ン
事
件
」
控
訴
審
判
決
な
ど
て
そ
れ
ら
の
裁
判
例
を
通
し
て
人
の

氏
名
・
肖
像
に
関
す
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
存
在
は
認
め
ら
れ
て
い

る
と
言
え
る
。

右
の
よ
う
に
、
従
来
は
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
侵
害
お
よ
び
そ
れ
に

対
す
る
救
済
に
つ
き
民
法
七

O
九
条
に
基
づ
い
て
問
題
が
議
論
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
が
、
本
件
で
は
そ
の
侵
害
で
は
な
く
、
パ
ブ
リ
シ

テ
ィ
権
に
関
す
る
契
約
の
有
効
性
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る

こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

ま
た
以
前
よ
り
、
そ
も
そ
も
プ
ロ
野
球
選
手
契
約
自
体
の
特
殊
性

と
そ
れ
に
伴
う
法
的
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
（
下
山
瑛
二
「
専

属
契
約
ー
ー
ー
職
業
野
球
の
選
手
契
約
｜
｜
」
『
契
約
法
大
系
羽
特
殊

の
契
約
ω
」
一
七
三
頁
、
佐
藤
隆
夫
「
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
労
務

供
給
契
約
｜
｜
プ
ロ
野
球
選
手
契
約
」
遠
藤
浩
・
林
良
平
・
水
本
浩

監
修
『
現
代
契
約
法
大
系
第
7

巻
サ
ー
ビ
ス
・
労
務
供
給
契
約
』
三

八
五
頁
）
、
そ
こ
に
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
と
い
う
要
素
が
加
わ
り
、
さ

ら
に
問
題
が
複
雑
化
し
て
い
る
。

な
お
、
本
件
で
は
各
球
団
が
本
件
契
約
条
項
に
基
づ
い
て
肖
像
権

を
一
方
的
に
奪
う
こ
と
が
、
独
占
禁
止
法
二
条
九
項
五
号
に
基
づ
い

て
公
正
取
引
委
員
会
が
定
め
た
一
般
指
定
一
四
項
の
優
越
的
地
位
の

濫
用
あ
る
い
は
一
般
指
定
二
二
項
の
拘
束
条
件
付
取
引
に
当
た
る
行

為
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
争
点
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
私
法

上
の
効
力
に
関
す
る
争
点
に
つ
い
て
の
み
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

X

ら
は
本
件
契
約
条
項
一
項
に
い
う
「
宣
伝
目
的
」
に
は
、
野
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球
ゲ
l

ム
ソ
フ
ト
及
び
本
件
野
球
カ
l

ド
の
よ
う
な
商
品
に
氏
名
及

び
肖
像
を
使
用
す
る
商
品
化
型
利
用
は
含
ま
れ
な
い
と
述
べ
る
一
方
、

Y

ら
は
各
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
商
業
的
利
用
権
た
る
パ
ブ
リ
シ

テ
ィ
権
は
、
本
件
契
約
条
項
に
基
づ
い
て
、
Y
ら
に
譲
渡
さ
れ
て
い

る
か
、
又
は
独
占
的
に
使
用
許
諾
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
、
か
か

る
同
条
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
選
手
の
氏
名
及

び
肖
像
の
商
業
的
利
用
の
運
用
が
さ
れ
、
選
手
ら
も
そ
の
趣
旨
を
十

分
に
認
識
し
て
い
る
と
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
宣
伝
目
的
」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
、
判
決
は
「
統
一
契

約
書
が
初
め
て
作
成
さ
れ
た
当
時
の
本
件
契
約
条
項
に
相
当
す
る
規

定
は
、
メ
ジ
ャ
ー
リ
l

グ
の
大
リ
ー
グ
契
約
条
項
を
参
考
に
し
て
起

案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
当
時
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、

そ
も
そ
も
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
』
（
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
が
有
す
る

顧
客
吸
引
力
な
ど
の
経
済
的
価
値
を
独
占
的
に
支
配
す
る
財
産
的
権

利
）
と
い
う
概
念
及
び
そ
の
用
語
に
な
じ
み
が
な
く
、
大
リ
ー
グ
契

約
条
項
を
参
考
に
本
件
契
約
条
項
に
相
当
す
る
規
定
を
起
案
す
る
に

際
し
、
英
語
の
守
口
豆
庄
司
司
ロ
同
．
3
2
ω

」
を
ヱ
旦
伝
目
的
』
と
翻

訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
た
。

既
述
の
通
り
、
現
在
で
さ
え
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
法
的
性
質
が
争

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
年
）
当

時
に
「
司E
t－
－n
F
q」と
い
う
文
一
百
を
契
約
に
お
い
て
日
本
語
で
ど
の

よ
う
に
表
記
す
べ
き
か
が
難
し
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

同
年
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
締
結
さ
れ
た
年
で
あ
る
。

仮
に
、
片
仮
名
で
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
目
的
」
と
表
記
し
た
と
こ
ろ
で
、

そ
の
意
味
を
明
確
に
認
識
で
き
る
よ
う
な
社
会
通
念
が
醸
成
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
い
。
本
件
契
約
条
項
が
大
リ
ー
グ
契
約
条

項
を
参
考
に
し
た
こ
と
は
そ
の
原
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
明
ら
か

で
あ
り
、
「
吉
豆
庄
司
」
に
も
っ
と
も
近
い
日
本
語
と
し
て
「
宣
伝
」

を
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
解
釈
は
妥
当
で
あ
る
。

こ
の
宣
伝
目
的
に
商
品
に
氏
名
及
び
肖
像
を
使
用
す
る
「
商
品
化

型
利
用
」
は
含
ま
れ
る
か
に
つ
い
て
も
、
統
一
契
約
書
制
定
以
前
か

ら
、
球
団
や
日
本
野
球
連
盟
が
他
社
に
所
属
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像

を
商
品
に
使
用
す
る
こ
と
を
許
諾
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
お
り
、
本

件
契
約
条
項
も
、
そ
の
よ
う
な
実
務
慣
行
の
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し

て
起
案
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
広
告
宣
伝
型
利
用
と
商
品
化
型

利
用
と
い
う
分
類
は
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
に
対
す
る
理
解
が
進
む
に
し

た
が
っ
て
現
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
件
契
約
条
項
が
定
め
ら

れ
た
当
時
に
は
そ
の
よ
う
な
分
類
が
ま
っ
た
く
考
え
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
宣
伝
目
的
」
か
ら
選
手
の
氏
名
及
び
肖

像
の
商
業
的
使
用
な
い
し
商
品
化
型
使
用
の
目
的
を
除
外
す
る
と
い

う
解
釈
は
採
り
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
、
判
決
は
、
各
球
団
が
種
々
の
商
品
に
つ
き
、
所
属
選
手
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の
氏
名
及
び
肖
像
の
使
用
許
諾
を
行
っ
て
き
た
こ
と
が
プ
ロ
野
球
の

知
名
度
の
向
上
に
役
立
っ
て
き
た
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
各
球
団
に
よ

る
管
理
に
つ
い
て
長
期
間
に
わ
た
り
選
手
側
か
ら
異
議
が
な
か
っ
た

こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
「
本
件
契
約
条
項
一
項
に
『
球
団
が
宣
伝
目

的
の
た
め
に
い
か
な
る
方
法
で
そ
れ
ら
を
利
用
し
て
も
』
と
あ
っ
て

利
用
の
態
様
に
限
定
が
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
か
ん
が
み
る
と
、

同
項
に
い
う
ヱ
旦
伝
目
的
』
は
広
く
球
団
な
い
し
プ
ロ
野
球
の
知
名

度
の
向
上
に
資
す
る
目
的
を
い
い
、
『
宣
伝
目
的
の
た
め
に
い
か
な

る
方
法
で
そ
れ
ら
を
利
用
し
て
も
』
と
は
、
球
団
が
自
己
な
い
し
プ

ロ
野
球
の
知
名
度
の
向
上
に
資
す
る
目
的
で
す
る
利
用
行
為
を
意
味

す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
：
：
：
な
お
、
『
い
か
な
る
方
法
で
』
と
い

う
文
言
は
、
あ
く
ま
で
上
記
の
よ
う
な
『
宣
伝
目
的
の
た
め
」
に
さ

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
た
。

先
述
の
通
り
、
判
決
は

2
旦
伝
」
が
「
司
ロ
豆
庄
司
」
の
翻
訳
で
あ

る
と
認
定
し
た
が
、
ま
た
改
め
て
「
球
団
な
い
し
プ
ロ
野
球
の
知
名

度
の
向
上
に
資
す
る
目
的
」
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
「
吉
豆
町E

－q
」
と
い
う
文
言
に
そ
の
よ
う
な
限
定
は
当
然
な
い
。
こ
と
さ
ら

に
三
E
伝
目
的
」
を
狭
く
解
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

加
え
て
、
本
件
契
約
条
項
の
構
造
か
ら
も
「
宣
伝
目
的
」
を
狭
く

解
す
る
必
要
性
は
見
当
た
ら
な
い
。
本
件
契
約
条
項
三
項
は
「
さ
ら

に
選
手
は
球
団
の
承
諾
な
く
、
公
衆
の
面
前
に
出
演
し
、
ラ
ジ
オ
、

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
、
写
真
の
撮
影
を
認
め
、

新
聞
雑
誌
の
記
事
を
書
き
、
こ
れ
を
後
援
し
、
ま
た
商
品
の
広
告
に

関
与
し
な
い
こ
と
を
承
諾
す
る
。
」
と
す
る
。
本
件
契
約
条
項
が
参

考
に
し
た
大
リ
ー
グ
契
約
条
項
と
比
較
す
る
と
、
「
品
ロ
ユ
ロ
m
F
。

－
a
E
m
ω
g
ω。
ロ
」
と
い
う
文
言
が
同
項
に
は
な
い
。
つ
ま
り
、

わ
が
国
で
は
、
シ
ー
ズ
ン
中
で
あ
ろ
う
と
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
で
あ
ろ
う

と
プ
ロ
野
球
選
手
で
い
る
以
上
は
三
項
の
不
作
為
義
務
が
あ
り
、
写

真
出
演
等
は
球
団
の
承
諾
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
本
件
契

約
条
項
一
項
の
「
球
団
が
指
示
す
る
場
合
」
は
同
三
項
の
「
球
団
の

承
諾
」
が
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て

い
る
。
選
手
の
氏
名
・
肖
像
に
つ
い
て
は
、
そ
の
利
用
を
間
違
え
れ

ば
選
手
自
身
に
被
害
が
及
ぶ
ば
か
り
か
所
属
球
団
へ
の
悪
影
響
も
免

れ
ず
、
ゆ
え
に
球
団
は
許
諾
先
の
選
定
や
利
用
方
法
な
ど
種
々
の
条

件
を
考
慮
し
て
承
諾
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
「
球
団
の
承
諾
」
が

前
提
と
な
る
以
上
、
ヱ
旦
伝
目
的
」
を
限
定
的
に
解
す
る
必
要
は
な

iv な
お
、
本
件
契
約
条
項
一
項
に
は
「
映
画
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

一
方
、
三
項
に
は
な
い
。
し
か
し
、
三
項
は
「
映
画
」
を
排
除
す
る

趣
旨
の
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
一
項
の
「
選
手
は
写
真
、
映

画
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
に
撮
影
さ
れ
る
こ
と
を
承
諾
す
る
。
」
は
大
リ

ー
グ
契
約
条
項
の
言
町
立
の
Z
B
E
m
q
g
s
r
g甘
円
ω
邑
芸
。
宇
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唱
．ω
一
司
『
少
目
。
民
。
ロ

E
n
E
B
ω。
『
胃
r
i
位
。
ロ
」
を
参
考
に
し
た
と
推

測
で
き
る
。
一
方
、
三
項
の
「
さ
ら
に
選
手
は
球
団
の
承
諾
な
く
、

公
衆
の
面
前
に
出
演
し
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
参
加
し
、
写
真
の
撮
影
を
認
め
：
：
：
な
い
こ
と
を
承
諾
す
る
。
」

と
い
う
文
言
は
「
d
M
0
2弓
q
p

耳
目
百
円ω
m
B
g
p巳
含
江
口
問
任
。

z
a
z
m
R
g
s
z
i
－
－
口
三
自
供
。
吉
σ
出
。
告
宮
司S
B
F

円
高
’

P
リ
日
円
出
件
。

z
s
e
。
。
円

z
r
i
位
。
ロ
司5m
g
B
ω

。
「
宮
川
口
回
目
仲
町
町
立
の

E

Z
同
．
。
件
。σ。
S
W
A
W
ロ
：
：
：
巧
回
同
町
。
己
任
命
巧
ユ
拝
。
口
。
。
ロ

ω
O
R
。
同
岳
。

ロ
ロ
σ
」
を
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
三
項
で
の
「
立
の
宮
店
」

は
「
写
真
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
リ
ー
グ
契
約
条
項
で

は
「
立
のE
B
Z
σ

。

s
w
g
」
に
「
E

。
民
。
ロ
匂
W
E
B
ω
」
が
含
ま
れ

て
い
る
た
め
、
次
か
ら
は
「
立
の
吉
『
立
と
記
せ
ば
足
り
る
が
、
本

件
契
約
条
項
三
項
で
は
「
立
の
E
B

」
を
単
に
「
写
真
」
と
訳
し
て

し
ま
っ
た
た
め
、
「
映
画
」
が
除
外
さ
れ
た
よ
う
な
記
載
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
件
は
使
用
許
諾
権
不
存
在
確
認
請
求
事
件
で
あ
り
、

Y
ら
球

団
側
の
使
用
許
諾
権
の
有
無
が
最
大
の
焦
点
で
あ
る
。
Y

ら
に
使
用

許
諾
権
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
自
体
が
球
団
に
譲
渡

さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
譲
渡
は
な
い
が
球

団
が
第
三
者
へ
許
諾
す
る
こ
と
を
選
手
側
が
認
め
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
本
件
契
約
条
項
に
よ
っ
て
判

断
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

判
決
は
、
「
本
件
契
約
条
項
は
、
そ
の
一
項
に
お
い
て
、
具
体
的

で
あ
れ
包
括
的
で
あ
れ
球
団
が
指
示
す
る
場
合
に
所
属
選
手
の
撮
影

の
応
諾
義
務
が
あ
る
こ
と
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
り
撮
影

さ
れ
た
選
手
の
写
真
の
肖
像
及
び
選
手
の
氏
名
に
つ
い
て
、
球
団
に

お
い
て
、
球
団
な
い
し
プ
ロ
野
球
の
知
名
度
の
向
上
に
資
す
る
目
的

で
あ
る
限
り
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
使
用
し
た
と
し
て
も
、
選
手

は
異
議
を
述
べ
な
い
義
務
を
定
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ

の
二
項
に
お
い
て
、
球
団
が
ラ
イ
セ
ン
シ
ー
か
ら
使
用
の
対
価
を
受

け
た
場
合
に
選
手
が
適
当
な
対
価
の
分
配
を
受
け
得
る
権
利
を
定
め
、

そ
の
三
項
に
お
い
て
、
選
手
が
球
団
の
承
諾
な
く
公
衆
の
面
前
に
出

演
し
な
い
等
の
不
作
為
義
務
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本

件
契
約
条
項
に
よ
り
、
商
業
的
使
用
な
い
し
商
品
化
型
使
用
の
場
合

を
含
め
、
球
団
な
い
し
プ
ロ
野
球
の
知
名
度
の
向
上
に
資
す
る
目
的

の
下
で
、
選
手
が
球
団
に
対
し
て
そ
の
氏
名
及
び
肖
像
の
使
用
を
独

占
的
に
許
諾
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
判
示
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
部
分
に
は
選
手
側
か
ら
球
団
に
対
し
独

占
的
な
許
諾
が
あ
っ
た
と
解
す
る
直
接
的
な
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
。

ま
た
、
本
件
契
約
条
項
一
項
の
「
肖
像
権
、
著
作
権
等
の
す
べ
て

が
球
団
に
属
し
」
と
の
文
言
及
び
同
三
項
を
根
拠
に
、
選
手
か
ら
球
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団
へ
の
氏
名
及
、
び
肖
像
の
商
業
的
利
用
権
の
譲
渡
が
あ
っ
た
旨
のY

ら
の
主
張
に
対
し
て
は
、
「
氏
名
及
び
肖
像
の
商
業
的
利
用
権
の
譲

渡
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
利
用
の
目
的
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
選
手
が
異
議
を
述
べ
る
余
地
は
な
い
は
ず
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
契
約
条
項
一
項
は
、
宣
伝
目
的
の
た
め

の
利
用
に
関
し
て
選
手
が
異
議
を
述
べ
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
の

み
で
あ
る
。
ま
た
、
同
三
項
の
不
作
為
義
務
は
、
逆
に
球
団
の
承
諾

が
あ
れ
ば
選
手
は
主
体
的
に
商
品
の
広
告
等
に
関
与
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
と
い
え
る
と
こ
ろ
、
球
団
が
所
属
選
手
か

ら
氏
名
及
び
肖
像
の
商
業
的
利
用
権
の
譲
渡
を
受
け
た
場
合
よ
り
も
、

球
団
が
使
用
許
諾
を
受
け
、
債
権
的
権
利
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
場

合
の
方
に
よ
り
親
和
的
で
あ
る
。
後
者
の
よ
う
に
解
す
る
場
合
に
は
、

独
占
的
許
諾
と
い
う
強
い
意
義
を
有
す
る
根
拠
規
定
と
な
る
も
の
で

あ
る
。
な
お
、
同
三
項
の
規
定
は
、
球
団
に
と
っ
て
不
都
合
な
態
様

に
よ
る
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
利
用
の
排
除
を
確
保
す
る
た
め
の

定
め
で
あ
る
と
推
認
で
き
る
と
こ
ろ
、
球
団
に
と
っ
て
不
都
合
な
態

様
に
よ
る
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の
利
用
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
譲
渡
で
は
な
く
、
そ
の
独
占
的
使
用
許
諾
で
も
十
分
目
的
を
達

成
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
た
め
、
「
本
件
契
約
条
項
は
、
選
手
が
所

属
球
団
に
対
し
、
そ
の
氏
名
及
び
肖
像
に
つ
き
、
独
占
的
に
使
用
許

諾
す
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
選
手
が
氏
名
及
び
肖
像
の

商
業
的
利
用
権
を
所
属
球
団
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
と
は

い
え
な
い
。
」
と
述
べ
る
。

一
項
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
譲
渡
さ
れ
て
い
れ
ば
選
手
が
意
義

を
述
べ
る
余
地
は
な
い
と
す
る
こ
と
に
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
が
、

判
決
自
身
が
述
べ
て
い
る
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
氏
名
及
び
肖
像
が

有
す
る
顧
客
吸
引
力
な
ど
の
経
済
的
価
値
を
独
占
的
に
支
配
す
る
財

産
的
権
利
」
で
あ
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
が
「
元
来
選
手
の
人
格
権
に

根
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
」
、
選
手
が
自
身
の
氏

名
・
肖
像
の
利
用
方
法
に
人
格
権
的
観
点
か
ら
異
議
を
申
し
立
て
る

余
地
が
な
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
異
議
」
は
利
用
方

法
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
権
利
の
帰
属
に
関
す
る
も
の
で
は
な

い
の
で
あ
っ
て
、
独
占
的
許
諾
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
直
接
に
導

け
る
も
の
で
は
な
い
。
三
項
に
つ
い
て
は
、
譲
渡
で
な
く
と
も
独
占

的
許
諾
で
あ
れ
ば
不
都
合
な
態
様
に
よ
る
選
手
の
氏
名
・
肖
像
の
利

用
を
排
除
で
き
、
十
分
目
的
を
達
成
で
き
る
と
す
る
が
、
こ
れ
も
独

占
的
許
諾
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

も
そ
も
、
独
占
的
許
諾
を
受
け
た
者
が
何
に
基
づ
い
て
不
都
合
な
態

様
の
利
用
を
排
除
で
き
る
の
か
明
確
で
は
な
い
（
特
許
権
の
独
占
的

通
常
実
施
権
者
が
債
権
者
代
位
権
に
よ
り
差
止
め
が
可
能
で
あ
る
か

と
い
う
論
点
の
議
論
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
）
。

加
え
て
、
仮
に
独
占
的
許
諾
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
肯
定
す
る
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と
、
本
件
契
約
条
項
一
項
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
問
題
と
な
る
。
「
属

す
る
」
の
文
言
を
「
独
占
的
に
許
諾
さ
れ
」
と
い
う
よ
う
に
読
み
替

え
る
こ
と
に
な
る
が
、
も
う
一
つ
例
示
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

「
著
作
権
等
」
も
独
占
的
許
諾
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、

あ
る
い
は
「
肖
像
権
」
は
独
占
的
許
諾
で
あ
る
が
、
「
著
作
権
等
」

は
球
団
に
属
す
る
と
い
う
解
釈
に
な
る
か
不
明
で
あ
る
。
と
く
に
、

後
者
の
よ
う
な
場
合
、
「
属
し
」
と
い
う
同
一
条
項
に
お
け
る
同
一

文
言
に
つ
い
て
異
な
る
解
釈
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
は
疑
問

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
宣
伝
目
的
」
に
つ
い
て
は
本
件
契
約
条
項
創
設
当
時

の
事
情
を
多
く
取
り
入
れ
た
解
釈
を
行
い
な
が
ら
、
他
の
文
言
に
つ

い
て
は
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
ら
ず
、
結
局
、
同
一
の
契
約

条
項
に
関
す
る
解
釈
の
前
提
が
文
言
ご
と
に
異
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
こ
れ
で
は
全
体
的
な
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
な
い
。
判
決
は
「
本
件

契
約
条
項
は
、
そ
の
後
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
利
用
に
対
す
る
理
解
の
変

化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
な
い
ま
ま
、
球
団
と

所
属
選
手
と
の
間
で
毎
年
同
一
内
容
で
締
結
し
直
さ
れ
（
更
改
）
、

今
日
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
一
九

五
一
年
（
昭
和
二
六
年
）
当
時
の
状
況
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
本
件
契

約
条
項
の
す
べ
て
の
文
言
を
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
件
契
約
条
項
一
項
の
「
写
真
出
演
等
に
か
ん
す
る
肖
像
権
、
著

作
権
等
の
す
べ
て
が
球
団
に
属
し
」
は
、
大
リ
ー
グ
契
約
条
項
の

「
包
ご
・
－

m
F
Z
E
ω宮
町
古W
Z
B
ω
ω『
巳
＝
邑
。
ロm
s
p
o
c
c
σ」
が
参

考
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
大

リ
ー
グ
契
約
条
項
が
「
色
ユ
m
F
S
E
E
n
F司W
E
B
ω
」
と
し
て
い

る
部
分
を
、
本
件
契
約
条
項
は
「
肖
像
権
、
著
作
権
等
の
す
べ
て
」

と
わ
ざ
わ
ざ
例
示
を
挙
げ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
写
真
に
関
す

る
権
利
と
い
う
場
合
、
著
作
権
が
挙
げ
ら
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で

あ
ろ
う
が
、
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
年
）
当
時
の
状
況
を
考
え
る

と
、
肖
像
権
が
例
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
決
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ

る
と
は
い
え
な
い
。
憲
法
で
肖
像
権
が
問
題
と
な
っ
た
有
名
な
京
都

府
学
連
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
判
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
四
日
刑
集

二
三
巻
二
一
号
一
六
二
五
頁
）
が
一
九
六
九
年
（
昭
和
四
四
年
）
で

あ
る
（
な
お
、
同
事
件
第
一
審
判
決
（
京
都
地
判
昭
和
三
九
年
七
月

四
日
刑
集
二
三
巻
二
一
号
一
六
五
五
頁
）
に
お
い
て
は
「
勿
論
、
人

は
そ
の
承
認
が
な
け
れ
ば
、
み
だ
り
に
写
真
を
撮
影
さ
れ
な
い
自
由

を
有
す
る
。
」
、
同
控
訴
審
判
決
（
大
阪
高
判
昭
和
四O
年
四
月
二
七

日
刑
集
二
三
巻
二
一
号
一
六
六
O
頁
）
に
は
「
人
に
は
所
論
の
如
き

肖
像
権
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
）
。
ま
た
、

本
件
で
い
う
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
に
関
す
る
判
決
の
鳴
矢
と
な
っ
た
前

掲
の
マ
l

ク
レ
ス
タ

l

事
件
が
一
九
七
六
年
（
昭
和
五
一
年
）
で
あ

る
。
な
お
、
わ
が
国
に
お
け
る
テ
レ
ビ
本
放
送
は
、

94 

一
九
五
三
年



（
昭
和
二
八
年
）
一
一
月
一
日
に
日
本
放
送
協
会
（NH
K

）
に
よ
り

開
始
さ
れ
、
同
年
八
月
二
九
日
の
日
本
テ
レ
ビ
に
よ
る
巨
人
軍
対
大

阪
タ
イ
ガ
l

ス
（
現
在
の
阪
神
タ
イ
ガ
l

ス
）
戦
が
日
本
初
の
プ
ロ

野
球
中
継
と
い
わ
れ
て
い
る
（
日
本
テ
レ
ビ
の
本
放
送
開
始
は
前
日

の
八
月
二
八
日
で
あ
る
。
）
。

判例研究

憲
法
上
の
肖
像
権
は
幸
福
追
求
権
（
憲
法
二
二
条
）
か
ら
導
か
れ

る
が
、
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
年
）
当
時
に
出
版
さ
れ
て
い
た
日

本
国
憲
法
の
文
献
に
お
い
て
幸
福
追
求
権
に
関
す
る
記
述
の
中
に
肖

像
権
に
触
れ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
（
美
濃
部
達
吉
『
新
憲
法
逐

傑
解
説
」
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
二
年
）
四
六
頁
以
下
、
美
濃
部
達

吉
（
宮
津
俊
義
増
補
）
「
新
憲
法
概
論
」
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
二

年
）
九
二
頁
以
下
、
我
妻
築
『
新
憲
法
と
基
本
的
人
権
』
一
九
四
八

年
（
昭
和
二
三
年
）
一
六
八
頁
以
下
、
田
畑
忍
「
憲
法
撃
」
一
九
四

九
年
（
昭
和
二
四
年
）
一
二
八
頁
以
下
）
。

そ
の
一
方
、
同
時
期
に
出
版
さ
れ
て
い
た
民
法
の
代
表
的
文
献
で

は
、
一
九
四
九
年
（
昭
和
二
四
年
）
に
発
行
さ
れ
た
勝
本
正
晃
の

「
債
権
法
概
論
（
各
論
）
」
が
肖
像
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、
「
な

お
人
格
権
と
し
て
積
極
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
車
な
る
人
格
的
法

益
、
例
え
ば
、
貞
操
、
肖
像
、
氏
名
の
如
き
も
の
も
亦
、
そ
の
侵
害

に
よ
っ
て
不
法
行
潟
が
愛
生
す
る
。
」
（
勝
本
正
晃
「
債
権
法
概
論

（
各
論
）
」
二
九
五
頁
）
と
し
て
お
り
、
権
利
と
し
て
は
見
て
い
な
い
。

一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
年
）
に
我
妻
栄
と
有
泉
亨
と
の
共

著
で
発
行
さ
れ
た
『
法
律
事
体
系
コ
ン
メ
ン
タ

l

ル
篇
3

債
権
法

〈
民
法E
ど
で
は
民
法
七
一
O
条
の
解
説
で
「
現
在
の
皐
説
は
、
多

く
、
こ
れ
〔
民
法
七
一
O
条
に
い
う
「
身
体
、
自
由
、
名
誉
」
を
指

す
一
引
用
者
注
〕
を
人
格
権
を
例
示
し
た
も
の
と
解
し
、
こ
れ
を
横

張
す
る
。
そ
し
て
横
張
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
に
は
、
姓
名
・
肖
像
等

も
含
ま
れ
る
が
、
生
命
と
貞
操
と
が
重
要
性
を
持
つ
。
」
（
我
妻
築H

有
泉
亨
「
法
律
皐
体
系
コ
ン
メ
ン
タ
l

ル
篇
3

債
権
法
〈
民
法
E
〉
』

五
六
O
頁
）
と
し
た
上
で
、
そ
の
項
の
最
後
に
「
氏
名
（
七
五

O

僚
・
七
六
七
傑
・
七
七
一
候
・
七
九
O
候
・
七
九
一
候
・
八
一
O

候
・
八
一
六
線
、
戸
籍
法
一
O
七
練
、
商
標
法
二
候
一
項
五
披
等
参

照
）
、
肖
像
（
商
標
法
向
上
参
照
）
、
信
用
（
刑
二
三
三
候
）
等
の
人

格
的
利
益
も
、
そ
の
侵
害
は
一
般
に
違
法
性
を
帯
び
る
が
、
こ
れ
ら

の
場
合
に
は
、
と
く
に
侵
害
行
震
の
態
様
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
」
（
我
妻H
有
泉
・
前
掲
五
六
二
頁
）
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、

人
格
権
の
内
容
と
し
て
肖
像
権
を
挙
げ
て
い
な
い
も
の
も
少
な
く
な

い
（
柚
木
馨
『
民
法
概
論
債
権
法
各
論
』
一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三

年
）
一
九
五
頁
以
下
、
末
川
博
「
債
権
法
』
林
信
雄
編
集
「
法
律
皐

全
書
日
」
一
九
四
九
年
（
昭
和
二
四
年
）
二
二
四
頁
以
下
、
林
信
雄

「
民
法
撃
原
理
』
一
九
四
九
年
（
昭
和
二
四
年
）
九
O
頁
以
下
、
我

妻
築
H

有
泉
亨
『
民
法
線
則
・
物
権
法
』

ま
た
、

一
九
五
O
年
（
昭
和
二
五
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一
五
頁
、
柚
木
馨
「
判
例
民
法
線
論
上
巻
』

和
二
六
年
）
七
四
頁
）
。

戦
前
の
文
献
に
も
順
に
遡
っ
て
目
を
配
る
と
、

和
一
五
年
）
に
発
行
さ
れ
た
我
妻
築
『
事
務
管
理
・
不
嘗
利
得
・
不

法
行
矯
』
は
、
肖
像
権
を
「
そ
の
他
の
人
格
権
」
と
し
て
挙
げ
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
以
上
の
他
、
氏
名
権
（
七

四
六
候
、
商
標
法
二
候
一
項
五
披
参
照
）
、
肖
像
権
（
商
標
法
向
上

参
照
）
、
信
用
権
（
刑
二
三
三
候
参
照
）
等
が
人
格
権
の
一
種
と
し

て
認
め
ら
れ
る
。
然
し
こ
れ
等
の
利
益
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、
第
一

に
民
法
そ
の
他
の
法
律
に
よ
っ
て
こ
れ
を
権
利
と
す
る
根
拠
を
探
求

す
る
必
要
は
さ
ま
で
大
な
る
ま
で
な
い
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
等
の
法
規
の
存
在
は
そ
の
利
益
の
保
護
せ
ら
る
べ
き
強
度
を
示

す
こ
と
に
は
な
る
。
然
し
絶
封
的
な
も
の
で
は
な
い
。
第
二
に
侵
害

行
矯
の
態
様
を
特
に
問
題
と
す
べ
く
、
そ
の
法
規
違
反
乃
至
公
序
良

俗
違
反
の
場
合
に
の
み
違
法
性
を
生
ず
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ

る
。
」
と
す
る
（
我
妻
築
『
事
務
管
理
・
不
嘗
利
得
・
不
法
行
矯
』

末
弘
巌
太
郎
編
輯
代
表
「
新
法
皐
全
集
」
二
一
巻
一
四
二
頁
）
。

一
九
三
五
年
（
昭
和
一
O
年
）
に
発
行
さ
れ
た
戦
前
の
代
表
的
法

律
辞
典
で
あ
る
「
法
律
撃
僻
典
』
に
は
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
」
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
「
肖
像
権
」
も
項
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

肖
像
権
に
つ
い
て
は
「
人
格
権
」
の
説
明
中
に
現
れ
る
程
度
で
あ
る
。

年

一
九
五
一
年
（
昭

一
九
四
O
年
（
昭

つ
ま
り
、
「
人
格
権
の
概
念
は
一
九
世
紀
の
私
法
撃
に
よ
っ
て
確
立

さ
れ
る
と
共
に
そ
の
範
園
は
拡
大
分
化
し
て
：
：
：
肖
像
権
：
：
：
と
い

ふ
や
う
な
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
人
格
権
で
あ
る
と
い
ふ
風
に
も
解
せ
ら

れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
斯
う
い
ふ
人
格
権
は
人
格
と
切
り
離
す
こ
と
を

得
ず
従
っ
て
そ
れ
白
檀
と
し
て
は
経
済
的
取
引
の
客
髄
と
は
な
り
得

ざ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
は
ゆ
る
財
産
権
に
は
属
し
な
い
。
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
（
末
弘
巌
太
郎
H

田
中
耕
太
郎
責
任
編
輯
『
法
律

撃
僻
典
』
第
二
巻
一
四
二
二
頁
［
末
川
博
執
筆
］
）
。

一
九
二
二
年
（
昭
和
六
年
）
に
発
行
さ
れ
た
我
妻
柴
「
債
権
法

（
不
法
行
局
）
』
で
は
、
肖
像
権
を
「
そ
の
他
の
人
格
権
」
と
し
て

「
以
上
の
他
、
氏
名
権
、
肖
像
権
、
信
用
権
等
が
問
題
と
せ
ら
る
に

然
し
私
は
強
い
て
権
利
な
り
や
否
や
の
概
念
に
捉
は
る
、
必
要
な
く

主
と
し
て
侵
害
行
矯
の
態
様
を
顧
慮
し
て
違
法
性
を
決
す
べ
き
も
の

と
な
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
（
我
妻
柴
『
債
権
法
（
不
法
行
矯
）
』
末

弘
巌
太
郎
責
任
編
輯
「
現
代
法
撃
全
集
」
三
七
巻
一
四
八
頁
）
。

さ
ら
に
、
鳩
山
秀
夫
は
一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
年
）
に
発
行
さ

れ
た
「
増
訂
日
本
債
権
法
各
論
（
下
巻
）
』
で
、
人
格
権
が
民
法
七

一
O
条
に
列
挙
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
ず
、
民
法
の
他
の
規
定
や
民
法

以
外
の
法
律
に
根
拠
が
あ
る
場
合
に
は
認
め
ら
れ
る
と
し
た
上
で

（
鳩
山
秀
夫
「
増
訂
日
本
債
権
法
各
論
（
下
巻
）
』
八
七
九
頁
）
、
「
寓

虞
肖
像
ノ
著
作
権
ニ
付
テ
ハ
著
作
権
法
（
一
線
二
三
保
二
五
候
）
ニ
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規
定
ア
ル
モ
嘱
託
ヲ
受
ケ
ズ
シ
テ
他
人
ヲ
撮
影
ス
ル
コ
ト
ガ
不
法
行

篤
ト
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ニ
付
テ
ハ
法
典
ニ
何
等
ノ
規
定
ナ
ク
又
所
謂
肖
像

権
ノ
間
接
ト
ナ
ル
ベ
キ
法
規
モ
現
行
法
上
存
在
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
。
故

ニ
解
調
停
上
多
少
議
論
ア
リ
ト
難
モ
其
窮
生
、
撮
影
ノ
方
法
ガ
身
髄
又

ハ
自
由
ニ
封
ス
ル
侵
害
ト
ナ
リ
又
ハ
名
血
管
ヲ
害
ス
ベ
キ
場
合
ニ
ア
ラ

ザ
レ
パ
不
法
行
矯
ト
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
（
鳩
山
・
前
掲
八
八
O

頁
以
下
）
と
否
定
的
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
当
時
、

「
肖
像
権
」
と
い
う
文
言
が
現
れ
る
場
合
は
人
格
権
と
し
て
の
み
認

識
さ
れ
て
い
た
。

判例研究

大
リ
ー
グ
契
約
条
項
に
は
な
い
「
肖
像
権
」
と
い
う
文
言
を
わ
ざ

わ
ざ
本
件
契
約
条
項
に
お
い
て
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
右
に
掲

げ
た
戦
前
の
諸
文
献
に
手
が
か
り
と
な
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。
ま

ず
、
我
妻
栄
の
諸
文
献
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
商
標
法
」
と
は
い
わ

ゆ
る
旧
商
標
法
（
大
正
一

O
年
法
律
九
九
号
）
を
指
す
が
、
同
法
二

条
一
項
は
不
登
録
事
由
を
列
挙
す
る
条
文
で
あ
り
、
同
項
五
号
は

「
他
人
ノ
肖
像
、
氏
名
名
稽
又
ハ
商
披
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
但
シ
其
ノ
他

人
ノ
承
諾
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス
」
と
定
め
る
も
の
で

あ
る
。
同
号
は
現
行
商
標
法
四
条
一
項
八
号
に
相
当
し
、
そ
の
趣
旨

は
旧
商
標
法
に
お
い
て
も
現
行
商
標
法
に
お
い
て
も
「
他
人
」
の
人

格
権
の
保
護
で
あ
る
（
特
許
庁
編
『
工
業
所
有
権
法
逐
条
解
説
〔
第

日
版
〕
』
一O
六
二
頁
）
。
本
件
に
当
て
は
め
る
と
、
「
他
人
」
で
あ

る
選
手
が
承
諾
を
す
れ
ば
球
団
は
選
手
の
氏
名
・
肖
像
（H
人
格
権
）

を
商
標
登
録
し
商
標
権
者
と
な
る
。
つ
ま
り
、
選
手
の
氏
名
・
肖
像

を
有
す
る
商
標
権
（
H

財
産
権
）
が
球
団
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
。

次
に
、
鳩
山
秀
夫
が
挙
げ
た
写
真
肖
像
の
著
作
権
で
あ
る
。
旧
著

作
権
法
（
明
治
三
二
年
法
律
コ
一
九
号
）
二
五
条
は
、
嘱
託
に
よ
る
写

真
肖
像
に
つ
い
て
「
他
人
ノ
嘱
托
ニ
依
リ
著
作
シ
タ
ル
写
真
肖
像
ノ

著
作
権
ハ
其
ノ
嘱
托
者
ニ
属
ス
」
と
定
め
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

選
手
の
喝
託
に
よ
る
選
手
の
肖
像
写
真
の
著
作
権
は
、
写
真
撮
影
者

で
は
な
く
、
選
手
本
人
に
帰
属
し
た
。

同
条
に
つ
い
て
、
一
九
三

O
年
（
昭
和
五
年
）
に
発
行
さ
れ
た
榛

村
専
一
「
著
作
権
法
」
で
は
「
寓
虞
肖
像
の
著
作
権
と
肖
像
権
そ
の

も
の
と
は
之
を
匝
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
肖
像
権
は
純
然
た
る

人
格
権
の
範
固
に
属
す
る
。
」
（
榛
村
専
一
「
著
作
権
法
（
一
）
」
末

弘
巌
太
郎
責
任
編
輯
「
現
代
法
撃
全
集
」
二
九
巻
二
四
二
頁
）
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
民
法
学
者
で
も
あ
り
、
戦
前
に
お
け
る
代
表
的

な
著
作
権
法
学
者
で
あ
っ
た
勝
本
正
晃
は
、
一
九
四
O
年
（
昭
和
一

五
年
）
に
発
行
さ
れ
た
「
日
本
著
作
権
法
」
で
、
「
寓
虞
の
著
作
者

は
原
則
と
し
て
其
作
成
者
で
あ
る
が
、
嘱
託
に
依
っ
て
著
作
し
た
寓

異
肖
像
に
就
い
て
は
、
嘱
託
者
が
著
作
者
た
る
地
位
を
取
得
し
、
著

作
権
を
得
る
（
著
二
五
僚
）
：
：
：
。
但
し
、
他
人
の
許
可
を
得
ず
其

肖
像
を
撮
影
す
る
が
如
き
は
人
格
権
の
侵
害
と
な
る
。
」
（
勝
本
正
晃
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『
日
本
著
作
権
法
」
九
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
著
作

権
法
の
分
野
に
お
い
て
も
「
肖
像
権
」
が
人
格
権
で
あ
る
こ
と
が
明

確
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
勝
本
正
晃
が
一
九
四
九
年
（
昭
和
二
四
年
）
に
『
著
作

権
法
改
正
の
諸
問
題
』
（
以
下
、
『
諸
問
題
」
と
い
う
。
）
を
著
し
て

い
る
が
、
そ
の
序
文
が
「
文
部
省
社
曾
教
育
局
」
名
義
で
書
か
れ
て

い
る
。
そ
の
内
容
は
「
現
行
著
作
権
法
は
明
治
三
十
二
年
制
定
の
も

の
で
、
そ
の
内
容
髄
制
と
も
に
古
く
、
そ
の
改
正
は
夙
に
問
題
と
な

っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
文
部
省
は
、
さ
き
に
、
勝
本
博

士
に
改
正
に
闘
し
調
査
研
究
を
委
唱
し
た
。
：
：
：
文
部
省
と
し
て
は

本
研
究
を
印
刷
し
て
閥
係
各
方
面
に
資
料
と
し
て
提
供
し
た
い
考
え

で
あ
っ
た
が
：
：
：
そ
の
護
行
を
み
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
、
皐
界
及

び
文
化
界
に
大
き
な
寄
輿
と
な
る
こ
と
を
信
じ
、
文
部
省
と
し
て
も

謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
著
作
権
法

の
所
管
官
庁
名
義
に
よ
る
序
文
を
掲
げ
た
同
書
で
展
開
さ
れ
た
当
時

の
第
一
人
者
で
あ
る
勝
本
が
作
成
し
た
著
作
権
法
改
正
試
案
（
以
下
、

「
試
案
」
と
い
う
。
）
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
よ
う
。

試
案
二
二
条
一
項
は
「
他
人
の
嘱
託
に
よ
っ
て
作
成
し
た
肖
像
寓

虞
の
著
作
権
は
、
そ
の
嘱
託
者
に
属
す
る
。
」
と
旧
著
作
権
法
二
五

条
と
同
様
の
規
定
を
設
け
た
上
で
、
同
二
項
に
「
肖
像
潟
農
の
公
表
、

複
製
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
所
に
従
う
。
」
と
し
、
「
肖
像
寓
虞

の
公
表
、
複
製
等
に
つ
い
て
は
、
嘱
託
者
、
又
は
肖
像
本
人
の
人
格

権
と
関
連
し
て
困
難
な
問
題
を
生
ず
る
。
そ
れ
は
後
に
至
っ
て
肖
像

に
関
す
る
規
定
で
取
扱
う
（
第
四
十
回
線
、
第
四
十
五
候
参
照
）
。

な
お
本
試
案
に
い
わ
ゆ
る
著
作
権
は
、
著
作
者
人
格
権
及
び
著
作
財

産
権
を
包
含
す
る
。
但
し
、
そ
れ
と
は
別
に
、
肖
像
本
人
に
つ
い
て
、

人
格
権
が
あ
っ
て
そ
れ
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
と

の
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
（
勝
本
・
前
掲
『
諸
問
題
』
一
一
一
五
頁
）
。

そ
の
試
案
二
二
条
二
項
に
い
う
「
別
に
定
め
る
所
」
が
試
案
四
四

条
な
い
し
四
七
条
の
「
肖
像
」
と
題
さ
れ
た
条
文
群
で
あ
る
。

試
案
四
四
条
で
は
、
「
他
人
の
肖
像
（
槍
輩
、
彫
刻
、
寓
異
其
他

類
似
の
方
法
に
よ
る
も
の
）
を
氏
名
を
附
し
、
又
は
氏
名
を
推
知
し

得
る
状
態
に
お
い
て
公
表
す
る
場
合
に
は
、
肖
像
本
人
の
許
諾
を
必

要
と
す
る
。
但
し
肖
像
寓
虞
（
立
髄
寓
農
を
含
む
）
は
氏
名
を
附
し

な
い
場
合
に
お
い
て
も
本
人
の
許
諾
を
必
要
と
す
る
。
」
（
一
項
）
、

「
他
人
の
肖
像
を
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
て
放
送
す
る
場
合
に
は
、
開
局

員
の
公
表
と
同
一
に
取
扱
う
」
（
二
項
）
、
「
肖
像
の
公
表
権
は
複
製

権
を
伴
う
。
」
（
五
項
）
な
ど
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
条
に
つ
い
て

は
、
「
唯
一
つ
注
意
す
べ
き
は
、
肖
像
に
閥
す
る
肖
像
本
人
の
権
利

は
、
い
わ
ゆ
る
著
作
権
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
云
う
肖
像

本
人
の
権
利
は
、
一
般
の
人
格
権
の
一
の
現
れ
で
あ
る
。
著
作
人
格
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権
と
云
っ
た
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
従
っ
て
著
作
権
法
に
規
定
す

る
の
は
正
賞
で
な
い
と
云
う
批
難
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
れ
を
肖
像
作
成
者
の
有
す
る
著
作
権
の
制
限
と
云
う
方
面
か

ら
見
れ
ば
、
明
ら
か
に
著
作
権
法
の
内
容
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
.. 

：
・
本
来
、
肖
像
は
槍
書
一
に
せ
よ
、
彫
刻
そ
の
他
馬
異
に
せ
よ
、
誰
か

の
著
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
著
作
権
が
成
立
し
、
本

来
な
ら
ば
著
作
者
が
公
表
、
販
布
権
を
有
す
る
。
し
か
し
肖
像
本
人

の
人
格
権
の
た
め
、
そ
れ
が
あ
る
範
園
制
限
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
第
四
十
四
僚
以
下
は
こ
の
貼
か
ら
専
ら
肖
像
本
人
の
人
格
権
の

護
現
と
し
て
、
肖
像
権
と
い
う
面
か
ら
、
問
題
を
規
定
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
的
は
肖
像
著
作
権
の
制
限
に
あ
る
の
で
あ

る
。
肖
像
権
と
し
て
は
、
第
一
に
肖
像
を
作
ら
せ
る
か
ど
う
か
の
決

定
権
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
著
作
権
法
上
の
こ
こ
で
の
問
題

と
し
て
は
、
そ
れ
は
問
題
と
な
ら
ず
、
た
だ
一
旦
作
成
さ
れ
た
肖
像

の
公
表
の
賠
が
専
ら
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
と
解
説
さ
れ
て
い

る
（
勝
本
・
前
掲
『
諸
問
題
」
一
五
八
頁
）
。

試
案
四
五
条
は
、
肖
像
本
人
の
許
諾
を
必
要
と
せ
ず
に
そ
の
公
表

が
で
き
る
場
合
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
試
案
四
六
条
は
カ
リ
カ
チ
ュ

ア
、
漫
画
的
肖
像
も
「
肖
像
」
と
し
て
取
扱
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

い
る
。

試
案
四
七
条
一
項
は
「
他
人
の
肖
像
を
公
表
す
る
場
合
に
は
、
肖

像
本
人
の
名
審
そ
の
他
、
人
格
的
、
財
産
的
利
益
を
害
し
、
又
は
害

す
べ
き
方
法
に
よ
る
こ
と
を
得
な
い
。
又
肖
像
を
商
標
贋
告
に
利
用

す
る
こ
と
を
得
な
い
。
但
し
以
上
何
れ
の
場
合
に
も
、
肖
像
本
人
の

許
諾
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
し
、
同
二
項
は
「
本
人

の
許
諾
の
有
無
を
問
わ
ず
、
他
人
の
肖
像
を
公
表
す
る
場
合
に
は
、

善
良
な
る
風
俗
慣
習
に
背
馳
し
、
公
の
安
寧
秩
序
を
乱
す
結
果
を
生

ぜ
し
め
で
は
な
ら
な
い
。
」
と
定
め
る
。
同
条
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の

二
つ
の
規
定
も
新
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
不
要
と
考
え
ら

れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
但
し
第
二
項
の
如
き
は
賓
際
問
題
と
し
て
必

要
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
」
と
だ
け
簡
単
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
年
）
当
時
に
作
ら
れ

た
契
約
条
項
に
お
い
て
「
肖
像
権
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
た
場

合
に
現
在
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
と
同
じ
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
「
肖
像
権
」
が
戦
前
か
ら
一
貫
し
て
人
格
権
あ
る
い
は
人

格
的
利
益
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
統
一
契
約
書
作
成

者
が
知
ら
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
無
視
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

人
格
権
で
あ
る
肖
像
権
を
選
手
か
ら
球
団
へ
譲
渡
可
能
で
あ
る
こ
と

を
認
め
る
よ
う
な
契
約
条
項
は
、
そ
れ
こ
そ
公
序
良
俗
違
反
（
民
法

九
O
条
）
で
無
効
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

本
件
契
約
条
項
一
項
の
「
肖
像
権
」
は
人
格
権
で
は
な
く
、
か
っ
、

パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
を
指
し
て
い
る
も
の
で
も
な
く
、
選
手
に
よ
る
承
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諾
に
基
づ
く
商
標
権
や
写
真
肖
像
の
著
作
権
を
念
頭
に
お
い
た
表
現

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
統
一
契
約
書
作
成
以
前
よ
り
、

球
団
が
選
手
の
氏
名
・
肖
像
の
使
用
を
許
諾
し
て
い
た
事
実
が
あ
り
、

そ
の
事
実
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
本
件
契
約
条
項
に
お
い
て
は
、
パ

プ
リ
シ
テ
ィ
権
と
い
う
概
念
が
当
時
は
念
頭
に
お
か
れ
て
い
な
か
っ

た
も
の
の
、
現
在
で
い
う
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
は
一
項
の
「
等
」
に
含

ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
仮
に
、
統
一
契
約
書
作
成
以
前

に
球
団
に
よ
る
選
手
の
氏
名
・
肖
像
の
使
用
許
諾
が
な
け
れ
ば
、

「
等
」
に
含
ま
れ
ず
、
本
件
契
約
条
項
の
枠
外
の
も
の
と
し
て
、
そ

の
後
の
プ
ロ
野
球
カ
l

ド
等
に
お
け
る
事
情
に
よ
っ
て
、
「
許
諾
」

と
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
の
状
況
か
ら
そ
の
よ

う
な
解
釈
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

独
占
的
許
諾
で
あ
る
と
い
う
直
接
的
積
極
的
理
由
が
明
ら
か
で
は

な
く
、
仮
に
そ
の
こ
と
を
肯
定
し
た
と
す
る
と
本
件
契
約
条
項
一
項

の
「
属
し
」
と
い
う
文
言
の
解
釈
が
全
体
的
な
バ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

問
題
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
ま
た
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
年
）

当
時
の
「
肖
像
権
」
と
い
う
文
言
に
対
す
る
解
釈
の
状
況
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
文
言
通
り
に
球
団
側
に
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
が
「
属
し
」

て
い
る
と
い
う
解
釈
で
あ
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
パ
プ
リ

シ
テ
ィ
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

判
決
は
「
氏
名
及
び
肖
像
が
有
す
る
顧
客
吸
引
力
な
ど
の
経
済
的
価

値
を
独
占
的
に
支
配
す
る
財
産
的
権
利
」
と
述
べ
て
お
り
、
帰
属
が

球
団
で
あ
っ
て
も
阻
離
は
生
じ
な
い
。
本
件
契
約
条
項
の
文
言
を
解

釈
す
る
際
に
、
あ
る
文
言
は
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
年
）
当
時
を
、

あ
る
文
一
言
は
現
在
を
基
準
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
種
の
ね
じ
れ
を

生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
文
言
解
釈
の
基
準
を
そ
ろ
え
る
と
い
う
こ
と

は
、
プ
ロ
野
球
選
手
契
約
締
結
が
一
年
毎
の
い
わ
ゆ
る
「
更
改
」
を

原
則
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
重
要
視
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
文
言

の
解
釈
の
基
準
を
現
在
に
す
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合

は
、
異
な
る
結
論
が
導
か
れ
る
余
地
も
あ
ろ
う
。
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争
点
（
二
）
本
件
契
約
条
項
の
有
効
性
（
本
件
契
約
条
項
は
不

合
理
な
附
合
契
約
と
し
て
無
効
と
い
え
る
か
）
に
つ
い
て

X
ら
は
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
に
係
る
本
件
契
約
条
項
に
よ
る
球

団
と
選
手
と
の
聞
の
契
約
は
、
法
律
上
選
手
個
人
に
帰
属
す
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る
肖
像
権
を
一
方
的
に
奪
う
も
の
で
あ
っ
て
、
著
し
く

不
公
正
で
あ
る
か
ら
、
不
合
理
な
内
容
の
附
合
契
約
で
あ
っ
て
、
民

法
九
O
条
に
違
反
し
、
無
効
で
あ
る
と
述
べ
、
Y
ら
は
本
件
契
約
条

項
は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
合
理
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
附
合
契
約

に
当
た
ら
ず
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
有
効
で

あ
る
と
主
張
し
た
。

四
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判
決
は
、
実
際
に
、
選
手
が
球
団
か
ら
明
示
又
は
黙
示
に
承
諾
を

得
て
テ
レ
ビ
に
出
演
し
た
り
、
商
品
の
広
告
に
関
与
す
る
等
の
事
例

が
あ
っ
た
こ
と
、
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
や
野
球
カ
l

ド
に
関
し
て
選
手
に

対
し
て
使
用
料
の
分
配
を
す
る
実
務
が
確
立
さ
れ
、
現
実
に
分
配
金

が
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
統
一
契
約
書
に
特
約
条
項
を
挿
入
し
た

事
例
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
「
本
件
契
約
条
項
全
体
を
：
：
：
認
定

の
と
お
り
解
釈
す
る
限
り
、
こ
れ
が
不
合
理
で
あ
る
と
ま
で
は
い
い

難
い
。
：
：
：
本
件
契
約
条
項
は
、
球
団
と
選
手
と
の
間
の
野
球
選
手

契
約
に
お
い
て
付
款
た
る
地
位
を
占
め
て
い
る
と
し
て
も
、
不
合
理

な
内
容
の
附
合
契
約
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
」
と
し
た
。

X

ら
の
主
張
は
附
合
契
約
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
れ
が
不
合

理
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
て
、
Y
ら
は
そ
も
そ
も
附
合
契

約
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
争
点
（
二
）
は
附

合
契
約
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
と
附
合
契
約
で
あ
る
と
し
た
ら
不
合

理
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
の
二
段
階
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

判
決
は
、
個
々
に
判
断
せ
ず
、
ま
と
め
た
形
で
「
不
合
理
な
内
容
の

附
合
契
約
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
」
と
し
て
い
る
た
め
、
各
段
階

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

近
時
、
消
費
者
契
約
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
附
合
契
約

と
は
、
事
業
者
が
大
量
の
契
約
を
画
一
的
に
処
理
す
る
た
め
に
、
事

前
に
契
約
書
や
約
款
を
作
成
し
、
消
費
者
は
そ
の
通
り
の
契
約
を
す

る
か
ま
た
は
契
約
を
全
く
し
な
い
か
の
自
由
し
か
な
く
、
契
約
内
容

を
修
正
す
る
と
い
う
選
択
肢
が
残
さ
れ
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
消
費

者
が
事
業
者
の
提
示
し
た
契
約
に
附
合
す
る
し
か
な
い
契
約
を
い
う

と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
（
平
野
裕
之
『
民
法
総
合5
契
約
法
」

二
三
頁
）
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
関
係
に
限
ら
ず
一
般
的
に
相
手

方
の
提
示
し
た
契
約
を
す
る
か
し
な
い
か
の
自
由
し
か
な
い
契
約
を

い
い
、
保
険
約
款
、
運
送
約
款
な
ど
が
典
型
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

野
球
協
約
は
、
球
団
が
所
属
す
る
選
手
と
の
間
で
野
球
選
手
契
約

を
締
結
す
る
場
合
に
は
、
実
行
委
員
会
が
定
め
る
統
一
契
約
書
に
よ

る
こ
と
（
四
五
条
一
項
、
四
六
条
）
及
び
統
一
契
約
書
の
条
項
は
契

約
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
っ
て
も
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

（
四
七
条
一
項
）
を
定
め
、
参
稼
報
酬
額
や
特
約
条
項
を
除
い
て
、

球
団
が
選
手
と
基
本
的
に
同
一
の
約
定
で
契
約
す
る
こ
と
を
確
保
し

て
い
る
。
統
一
契
約
書
二
九
条
で
は
、
球
団
及
び
構
成
す
る
選
手
が
、

野
球
協
約
を
諒
承
し
か
っ
従
う
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
。
ま
た
は
、

Y
ら
は
野
球
協
約
を
締
結
し
て
N
P
B

を
構
成
し
て
い
る
が
、
野
球

協
約
四
五
条
な
い
し
四
七
条
に
基
づ
い
て
N
P
B

を
構
成
す
る
プ
ロ

野
球
二
一
球
団
が
報
酬
金
額
及
び
特
約
事
項
を
除
い
て
は
同
一
内
容

の
統
一
契
約
書
を
用
い
て
選
手
と
野
球
選
手
契
約
を
締
結
す
る
こ
と

が
予
定
さ
れ
、
参
稼
報
酬
額
及
び
特
約
条
項
を
除
い
て
は
、
当
事
者

間
の
合
意
に
よ
っ
て
も
約
定
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
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各
球
団
及
び
選
手
が
野
球
協
約
を
諒
承
し
、
か
っ
こ
れ
に
従
う
こ
と

が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
選
手
は
統
一
契
約
書
の
内
容
を
受

諾
し
な
け
れ
ば
プ
ロ
野
球
選
手
に
は
な
り
え
ず
、
球
団
が
提
示
し
た

契
約
を
す
る
か
し
な
い
か
の
自
由
し
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
附
合

契
約
で
あ
る
。

判
決
は
、
Y
ら
の
附
合
契
約
で
は
な
い
と
い
う
主
張
に
は
答
え
ず
、

直
接
、
「
不
合
理
な
内
容
の
附
合
契
約
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
」
と

結
論
づ
け
た
が
、
右
の
よ
う
な
論
理
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
た
と

解
さ
れ
る
。

次
に
、
附
合
契
約
で
あ
る
プ
ロ
野
球
選
手
契
約
が
不
合
理
な
も
の

で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
附
合
契
約
は
相
手
方
の
提
示
し
た
契
約

を
す
る
か
し
な
い
か
の
自
由
し
か
な
い
契
約
で
あ
る
た
め
、
当
事
者

間
の
力
関
係
が
大
き
く
偏
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
不
利
な
立
場
に

立
た
さ
れ
た
当
事
者
側
か
ら
そ
の
不
合
理
性
が
争
わ
れ
た
事
例
が
こ

れ
ま
で
も
現
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
不
合
理
な
附
合
契
約
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
た
主
な
裁

判
例
に
は
、
元
利
金
の
五
倍
に
あ
た
る
代
物
弁
済
予
約
（
東
京
地
判

昭
和
三
六
年
四
月
七
日
判
時
二
五
九
号
二
八
頁
）
、
割
賦
販
売
契
約

の
違
約
損
害
金
（
前
橋
地
桐
生
支
昭
和
三
八
年
二
一
月
二
日
下
民
一

四
巻
一
二
号
二
三
九
五
頁
）
、
航
空
乗
客
死
傷
事
故
に
お
け
る
損
害

賠
償
責
任
額
の
一
O
O

万
円
へ
の
限
定
（
大
阪
地
判
昭
和
四
二
年
六

月
一
二
日
下
民
一
八
巻
五
・
六
号
六
四
一
頁
）
が
あ
る
。

附
合
契
約
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
か
不
合
理
な
も
の
で
あ
る
か

に
つ
い
て
一
般
的
な
基
準
は
な
く
、
事
例
ご
と
に
具
体
的
判
断
を
す

る
ほ
か
は
な
い
が
、
右
の
不
合
理
と
さ
れ
た
裁
判
例
を
概
観
す
れ
ば
、

仮
に
附
合
契
約
で
な
く
て
も
、
公
序
良
俗
違
反
が
関
わ
れ
る
よ
う
な

事
例
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

統
一
契
約
書
二
六
条
に
い
う
「
肖
像
権
」
が
人
格
権
で
あ
る
な
ら

ば
、
人
格
権
の
譲
渡
を
定
め
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
ま
さ
に
公
序
良

俗
違
反
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
判
決
は
「
肖
像
権
」
を
財
産
権
と
捉

え
て
い
る
の
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
長
期
間
に
わ
た
り
、

プ
ロ
野
球
カ
l

ド
等
の
使
用
許
諾
が
球
団
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
使
用

料
の
分
配
を
選
手
側
も
受
け
て
い
た
事
実
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を

考
慮
す
れ
ば
、
不
合
理
で
あ
る
と
す
る
高
度
な
理
由
は
見
当
た
ら
な

iv 
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不
合
理
な
内
容
の
附
合
契
約
で
は
な
い
と
し
た
判
決
は
妥
当
で
あ

る
。

諏
訪
野

大



〔
追
記
〕

そ
の
後
、
控
訴
審
判
決
が
出
さ
れ
、
控
訴
棄
却
と
な
っ
た
（
知
財

高
判
平
成
二
O
年
二
月
二
五
日
、
裁
判
所
ホ
l

ム
ベ
1

ジ
「
知
的
財

産
裁
判
例
」

Z
G
一
＼
＼
当
者
言
。
。
ロ
吋

Z
・
問
。
・E
＼
｝E
ロ
志
向
＼
古
島
内
＼

N
C
C∞
C
ω
c
ω
H
O
K
5
5
・E
F
3。
判
決
文
は
A
4

で
二
四
二
頁
と
い
う
非

常
に
大
部
な
も
の
で
あ
る
が
、
ほ
ほ
原
審
と
同
様
の
判
断
が
示
さ
れ

て
い
る
。
原
審
原
告
で
あ
っ
た
あ
（
松
坂
大
輔
）
が
控
訴
人
に
な
っ

て
い
な
い
の
は
、
ボ
ス
ト
ン
レ
ッ
ド
ソ
ッ
ク
ス
へ
の
移
籍
に
よ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
日
本
プ
ロ
野
球
選
手
会
公
式
ホ

1

ム
ペ
l

ジ
に
よ
れ
ば
、

最
高
裁
へ
の
上
告
が
な
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
「
プ
ロ
野
球
選

手
の
肖
像
権
訴
訟
に
お
い
て
最
高
裁
へ
の
上
告
を
申
請
し
ま
し
た
。
」

Z
G
に
＼e
t回
出
・
ロ
巳
＼
写

σ
目
｝mw｜
同
・
F
g
出
＼
口
。
巧
ω
＼3
－g
ω
O

＼
ロ0
4司
ω
N
C
C∞。

ω
H
C
l
H
・
｝
同
町
出
】
）
。
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